
湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会 日程 

 

日時 令和６年２月１９日（月） 

午後１時３０分～ 

場所 湯梨浜町役場別館 第 3会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１）住民説明会の資料について （資料１） 

 

 

（２）パブリックコメント及び住民説明会の意見等について （資料２） 

 

 

 

４ 協議事項 

（１）第９期計画（案）について （資料３） 

 

 

（２）第９期介護保険料（案）について （資料４） 

 

 

（３）その他 

  

 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

６ 閉  会  



第９期  

湯梨浜町介護保険事業計画・ 

  高齢者福祉計画(案)について 

令和6年2月3日（土） 住民説明会 

資料１



湯梨浜町の人口、高齢化率の推移 
（住民基本台帳より・各年度４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別高齢化率 
 
     

  
第1期 第7期 第8期 

平成12年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

泊地域 

総人口 3,156 2,529  2,497  2,450  2,424 2,368 2,285 

65歳以上人口 830 922  924 913  902 900 876 

高齢化率 26.3% 36.5% 37.0% 37.3% 37.2% 38.0% 38.3% 

東郷地域 

総人口 6,827 5,764  5,645  5,558  5,513 5,424 5,365 

65歳以上人口 1,773 1,981 1,976  2,018  1,988 1,988 1,989 

高齢化率 26.0% 34.4% 35.0% 36.3% 36.1% 36.7% 37.1% 

羽合地域 

総人口 7,830 8,645  8,714  8,740  8,758 8,761 8,744 

65歳以上人口 1,734 2,307  2,327  2,355  2,333 2,359 2,354 

高齢化率 22.1% 26.7% 26.7% 26.9% 26.6% 26.9% 26.9% 

湯梨浜町 

総人口 17,813 16,938  16,856  16,748  16,695   16,553 16,394 

65歳以上人口 4,337 5,210  5,227  5,286  5,223 5,247 5,219 

高齢化率 24.3% 30.8% 31.0% 31.6% 31.3% 31.7% 31.8% 

※町民生活課からの参考資料 



湯梨浜町の人口、高齢化率の推移 
（住民基本台帳より・各年度４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 平成12年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

65歳以上人口 4,337 5,210 5,227 5,286 5,223 5,247 5,219

65歳未満 13,476 11,728 11,629 11,462 11,472 11,306 11,175

高齢化率 24.3% 30.8% 31.0% 31.6% 31.3% 31.7% 31.8%
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湯梨浜町の人口、高齢化率の推移 
（住民基本台帳より・各年度４月１日現在）  

平成12年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

65歳以上人口 830 922 924 913 902 900 876

65歳未満 2,326 1,607 1,573 1,537 1,522 1,468 1,409

高齢化率 26.3% 36.5% 37.0% 37.3% 37.2% 38.0% 38.3%
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湯梨浜町の人口、高齢化率の推移 
（住民基本台帳より・各年度４月１日現在）  

平成12年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

65歳以上人口 1,773 1,981 1,976 2,018 1,988 1,988 1,989

65歳未満 5,054 3,783 3,669 3,540 3,525 3,436 3,376

高齢化率 26.0% 34.4% 35.0% 36.3% 36.1% 36.7% 37.1%
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湯梨浜町の人口、高齢化率の推移 
（住民基本台帳より・各年度４月１日現在）  

平成12年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

65歳以上人口 1,734 2,307 2,327 2,355 2,333 2,359 2,354

65歳未満 6,096 6,338 6,387 6,385 6,425 6,402 6,390

高齢化率 22.1% 26.7% 26.7% 26.9% 26.6% 26.9% 26.9%
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•介護保険事業計画は、地方自治体が策定する介護保険の保険給付を円
滑に実施するための計画で、市町村が策定する「市町村介護保険事業計
画」と都道府県が策定する「都道府県介護保険事業支援計画」がある。 

介護保険事業計画とは 

○定義 

•市町村は介護サービスの確保・円滑な提供のため、「介護保険事業計画」策定が義務付けられています。 

•そのために国は「基本指針」を作成し、都道府県は「介護保険事業支援計画」を策定することが義務付けられ

ています。 

 

○計画期間と内容 

•介護保険法では、３年ごとに３年を１期とする計画の策定が義務付けられており、計画に基づき、介護保険料

を設定します。 

•社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案

して定めます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99


 Ｃ 在宅サービス等（施設・居住系を除くサービス）の見込み量の推計 
○要介護認定者数からＢの利用者数を除いた対象者数から、現状の推移を踏まえ、利用者数等を推計。 

 Ａ 人口、被保険者数、要介護認定者数の推計 
○令和６年度から８年度までの人口、被保険者数、要介護（支援）認定者数を推計。 

 Ｂ 施設・居住系サービスの見込み量の推計  
○居住系サービスは、推計した要介護認定者数から、現状の推移を踏まえ、利用者数を推計。 

●施設・居住系サービスの利用者数については、各市町村における整備計画等を踏まえ、利用者数を設定して推計。 

 Ｄ 介護給付等サービス見込み量の推計 、地域支援事業費の見込量の推計 
○推計した見込み量について、介護報酬改定率等の影響を反映。  

Ｅ 保険料の推計 
○施策反映後のサービス見込み量等をもとに保険料を推計。 

介護保険料推計の流れ 



 人口及び要介護認定者数の推計 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 
令和12年

度 

令和17年

度 

65歳以上 5,240 5,241 5,245 5,245 5,250 5,265 5,320 5,220

40～64歳 5,155 5,105 5,054 5,004 4,953 4,911 4,743 4,556

40歳未満 5,538 5,466 5,391 5,320 5,244 5,156 4,807 4,486

認定者数 953 963 953 946 946 961 1,012 1,093
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要介護認定者数の推計 

953  963  953  
946  946  

961  
1,012  

1,093  18.1% 18.4% 18.3% 18.0% 18.0% 18.3% 
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介護保険申請の疾患（主治医意見書より） 

第１号被保険者（６５歳以上） 

注１）令和４年度中の第1号被保険者介護保険申請者（686人）の疾患（主治医意見書より） 
注２）主治医意見書の第一疾患名。 



 在宅・施設・居住系サービスの見込量の推計 

サービス一覧 

自宅で利用するサービス 
•訪問介護（ホームヘルプ） 
•訪問看護 
•夜間対応型訪問介護 
•訪問入浴介護 
•訪問リハビリテーション 
•定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
•居宅療養管理指 

自宅から通って利用するサービス 
•通所介護（デイサービス） 
•認知症対応型通所介護 
•短期入所療養介護（ショートステイ） 
•小規模多機能型居宅介護 
•地域密着型通所介護（小規模デイサービス） 
•通所リハビリテーション（デイケア） 
•短期入所生活介護（ショートステイ 

生活環境を整えるためのサービス 
•福祉用具貸与 
•住宅改修 
•特定福祉用具販売 

生活の場を自宅から移して利用するサービス 
•介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
•介護老人保健施設 
•特定施設入居者生活介護 

•認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホー
ム） 
•地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
•介護療養型医療施設 
•地域密着型特定施設入居者生活介護 

計画をつくるサービス 
•居宅介護支援 
•介護予防支援 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-01.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-03.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-05.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-02.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-04.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-06.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-08.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-09.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-10.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-13.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-21.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-43.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-11.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-12.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-14.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-16.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-15.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-17.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-19.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-22.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-24.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-24.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-18.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-20.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-23.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-41.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-42.html


①介護予防サービス見込量 

 介護給付費等サービスの見込量の推計 

介護予防 

   令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 
（１）在宅サービス 800,142  794,489  755,811  762,513  763,465  763,776  761,190  836,798  

（２）居住系サービス 204,784  201,860  218,474  204,834  205,093  232,664  232,664  232,664  
（３）施設サービス 752,221  775,953  815,586  840,012  846,971  846,971  877,939  943,309 

合  計 1,757,147  1,772,302  1,789,871  1,807,359  1,815,529  1,843,411  1,871,793  2,012,771  

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 

（１）在宅サービス 41,311 37,462 35,999 36,814 36,852 37,028 38,951 40,464 

（２）居住系サービス 0  0  0  0  0  0  0  0  

合  計 41,311 37,462 35,999 36,814 36,852 37,028 38,951 40,464 

②介護サービス見込量 

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 

総給付費 1,798,458  1,809,763  1,825,871  1,844,173  1,852,381  1,880,439  1,910,744  2,053,235  

【総給付費（①＋②】 
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 第９期計画の考え方 

基本理念 
 「住みやすく 魅力と活気あふれる 愛のまち」 
 
基本目標  

 高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域
社会の実現をめざし、３つの目標を定める 
  
 目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 
 
 目標２ 介護予防・健康づくりの推進 
 
 目標３ 介護サービスの充実と適正化 
 



 介護保険料の推計 
介護保険料基準額（月額） 
   単位：円 
          第8期 第9期 比較 

保険料基準額（月額）       6,200  6,740  540  

【保険料上昇の要因】 

①高齢者数及び高齢化率の上昇に伴い、在宅サービスから施設サー

ビスを利用する者の増加が見込まれるためサービス量が増加 

②介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の待機者が30人（令和5

年4月1日現在）あることや在宅生活が困難な要介護者の増加予測を

踏まえ、第8期計画期間中に整備を行った地域密着型特別養護老人

ホーム（定員29名）への入所者数が増加 

③既存の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備による

入所者数の増加 

④令和６年度の介護報酬改定に伴う改定率（+1.54％増）を反映 

⑤介護給付費等準備基金を70,000千円取り崩し、保険料の上昇抑制

に活用 

湯梨浜町 
12.5% 

鳥取県  
12.5% 

国 
25.0% 

40～65歳未満 
27.0% 

65歳以上 
23.0% 

介護給付の負担割合 



第１号被保険者保険料段階及び保険料率の比較

【第８期】 【第９期】

保険料率
保険料
（年額）

保険料率
保険料
（年額）

比較

基準額×0.5 37,200円
基準額×0.455 36,800円 -400円

80万円以下 軽減後（0.3） 22,400円 80万円以下
軽減後

（0.285）
23,000円 600円

基準額×0.75 55,800円
基準額×0.685 55,400円 -400円

軽減後（0.5） 37,200円
軽減後

（0.485）
39,200円 2,000円

基準額×0.75 55,800円
基準額×0.69 55,800円 0円

軽減後（0.7） 52,100円
軽減後

（0.685）
55,400円 3,300円

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 66,900円 第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円 5,900円

第５段階 80万円超 基準額 74,400円 第５段階 80万円超 基準額 80,900円 6,500円

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 89,200円 第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円 7,800円

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 96,700円 第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 105,100円 8,400円

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 111,600円 第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 121,300円 9,700円

第９段階
320万円以上
500万円未満

基準額×1.7 126,400円 第９段階
320万円以上
420万円未満

基準額×1.7 137,500円 11,100円

第10段階 500万円以上 基準額×1.8 133,900円 第10段階
本人が町民
税課税

前年の合計
所得金額

420万円以上
520万円未満

基準額×1.9 153,700円 27,300円

第11段階
520万円以上
620万円未満

基準額×2.1 169,800円 35,900円

第12段階
620万円以上
720万円未満

基準額×2.3 186,000円 52,100円

第13段階
720万円以上
820万円未満

基準額×2.4 194,100円 60,200円

第14段階
820万円以上
1000万円未満

基準額×2.5 202,200円 68,300円

第15段階 1000万円以上 基準額×2.7 218,400円 84,500円

第２段階
80万円超
120万円以下

第２段階
80万円超
120万円以下

第３段階 120万円超 第３段階 120万円超

本人及び世
帯全員が町
民税非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

第１段階

本人及び世
帯全員が町
民税非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

課税年金収
入額と前年
の合計所得
金額の合計

課税年金収
入額と前年
の合計所得
金額の合計

(  ＋540円)
(＋6,500円)

前年の合計
所得金額

本人が町民
税課税

本人が町民
税非課税

本人が町民
税非課税

基準額（月額）： 6,740円
基準額（年額）：80,900円

基準額（月額）： 6,200円
基準額（年額）：74,400円

保険料段階 保険料段階

第１段階



 

  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）  
－ 概要版 － 

第１章 計画の策定にあたって  

１ 背景と目的  

○わが国の高齢者人口（65歳以上の人口）は増加し続けている【高齢社会白書・令和 5年度版】 

※R4.10.1現在 高齢者人口：3,624万人  高齢化率：29.0 ％ 

○令和７年には、団塊の世代が 75歳以上となり、国民の４人に 1人が後期高齢者となる。 

総人口が減少する中、高齢者が増加することで高齢化率は上昇。 

※高齢化率：R19 33.3％、R52 38.7 ％ 

○高齢者人口ピーク：令和 25年にピークを迎え、その後は減少に転じる。 

（85歳以上人口は令和 42年頃まで増加） 

○介護サービス需要の更なる増加・多様化 

○中長期的な人口動態や介護ニーズの見込みを踏まえ、持続可能な介護保険制度の運営、医療介

護の情報連携など、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた具体的な取り組みや目標に対

する施策を計画に定める。  

２ 計画の位置づけ 

〇老人福祉法第 20条の 8の規定に基づく市町村老人福祉計画、かつ介護保険法 第 117条の規定

に基づく市町村介護保険事業計画  

○他の計画との関係 （調和を保つべき計画を整理） 

○SDGｓ(持続可能な開発目標)との関係  

 誰一人取り残さない社会の実現 

３ 計画の期間 

○令和 6年度から令和 8年度までの 3年間  

４ 日常生活圏域の設定  日常生活圏域：1カ所（全町域）  

５ 計画の策定に向けた取り組みと体制 

 （介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会の状況等）  

 

第２章 高齢者を取り巻く現状 

１ 湯梨浜町の高齢者の状況 

（１）人口の推移と推計 

○高齢者人口は年々増加し、令和 12年頃にピークを迎える見込み。 

生産年齢人口は年々減少し、高齢化率は令和 2年 32.1％、令和 22年 38.3％となる見込み。 

（２）ひとり暮らし高齢者世帯数 

○ひとり暮らし高齢者世帯数は年々増加。令和 2年では 746世帯となり、長期入院や介護保険施

設入所者を除く「一般世帯」のうち、13.2％となっている。 

（３）要支援・要介護認定者数 

○第 8期計画期間（令和 3年から令和 5年）の要支援・要介護認定者数は、概ね横ばいで推移し

ており、令和 5年 9月末には 962人となり、第 9期計画期間中の認定者数も同程度で推移する

見込み。 

（４）第 1号被保険者介護保険（要介護・要支援）認定申請の原因疾患 

○介護保険認定申請時の第 1疾患は、認知症(29.6%)が最も多く、脳血管疾患(14.9%)、骨折(8.5% 

)と続く。 

２ 介護保険サービスの状況 

（１）介護サービス給付実績 

（２）介護予防サービス給付実績 

３ 地域支援事業の状況 

第３章 計画の基本的な考え方 

 １ 基本理念 
『住みやすく 魅力と活気あふれる 愛のまち』 
 

２ 施策の体系 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して

暮らし続けられる地域社会の実現をめざし、3つの目

標を定める。 

目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 目標２ 介護予防・健康づくりの推進 

 目標３ 介護サービスの充実と適正化 
 

３ 目標及び施策 

目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進  

（１）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携の推 

   進 

  各職能団体との意見交換を実施し、課題解決に向

けた取り組みを実施 

○地域の医療・介護の資源の把握 

○在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

○切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制構築

支援 

○医療・介護関係者の情報共有の支援 

○在宅医療・介護連携に関する相談支援 

○医療・介護関係者の研修 

○地域住民への普及啓発 

○在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 
 

（２）地域ケア会議等の推進 

 効果的なサービスを総合的に調整・推進 

○地域ケア会議の開催（月 1回・第 3火曜日） 

○課題解決の取り組み 
 

（３）生活支援サービスの充実 

 高齢者の日常生活の支援体制の充実・強化及び社

会参加の推進 

○生活支援体制整備協議体の開催 

○第 2層の生活支援コーディネーターとの情報共有  
 

（４）日常生活を支援する体制の整備 

 高齢者の安定的な日常生活を支援するための制度

改正 

○家族介護用品購入費助成 

○補聴器購入費助成 

○高齢者の外出支援 

①タクシーチケットの交付【拡充】 

②のりあいバスの運営支援 

○高齢者配食サービスの支援 

○緊急通報システムの活用 

（５）相談支援の充実 

 重層的支援体制整備事業を実施し、包括的な支援体

制を構築 

○相談内容の分析 

○地域のネットワークの構築 

○関係機関等との連携 
 

（６）認知症施策の推進 

認知症に関する正しい知識と理解を深め認知症施

策を推進 

○認知症サポーター養成講座の開催 

○オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催【拡充】 

○家族のつどいの開催 

○認知症ケアパスの活用 

○認知症初期集中支援チーム 

○認知症見守り支援事業 

○チームオレンジ【新規】 

○本人ミーティング 

○にっこりの会 
 

（７）高齢者虐待防止等の権利擁護の推進 

 成年後見制度利用促進基本計画に基づく相談窓口

の充実及び普及・啓発 

○高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議の

開催 

○権利擁護講演会の開催 

○相談支援の実施 

○広報・啓発 

○中核機関と地域連携ネットワークづくり 

９ 



第４章 介護保険事業の見込みと介護保険料 

  

 

１ 要介護認定者数の推計 

（１）第１号被保険者数の推計 

R6: 5,245人、R7: 5,250人、R8: 5,265人 

 

（２）第１号被保険者要介護認定者数の推計 

R6: 946人、R7: 946人、R8: 961人 

 

２ サービス利用の見込量と給付費の見込み 

（１）介護サービス 

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、介護老人福祉

施設 (特別養護老人ホーム)の給付費が増加 

 

（２）介護予防サービス 

 介護予防福祉用具貸与費、介護予防支援費の増加 

 

３ 地域支援事業費の見込み 

 

４ 第１号被保険者の介護保険料 

（１）介護保険料の算定の流れ 

（２）介護保険の財源構成 

（３）介護保険料の設定 

月額 ６，７４０円（予定） 

（第 8期：6,200円（540円・8.71％増）） 

①高齢者数及び高齢化率の上昇に伴い、在宅サービスから施

設サービスを利用する者の増加が見込まれる 

②介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の待機者が 30人

（令和 5 年 4 月 1 日現在）あることや在宅生活が困難な要

介護者の増加予測を踏まえ、第 8 期計画期間中に整備を行

った地域密着型特別養護老人ホーム（定員 29名）への入所

者数が増加 

③既存の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整

備により入所者数が増加 

④令和 6年度の介護報酬改定に伴う改定率（+1.54％）を反映 

⑤介護給付費等準備基金を 70,000千円取り崩し、保険料の上

昇抑制に活用 

目標３ 介護サービスの充実と適正化 

（１） 高齢者の住まいの安定的な確保 

 高齢者の身体状況に合わせた安全・安心な住まいの確保を推進 

○介護保険サービスの住宅改修 

○福祉用具購入費 

○高齢者居住環境整備事業 

○老人ホーム入所措置事業 

 

（２） 災害対策、感染症対策の推進 

 災害時の避難確保計画及び業務継続計画(BCP)のに対する助言等 

○災害時避難行動要支援者登録制度 

○介護事業所等との連携 

○災害時の避難所確保 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の作成 

 

（３） 介護サービス基盤の充実 

 施設待機者等を減らし家族の介護負担を軽減する事業の推進 

○在宅生活の継続を支える介護サービスへの支援【拡充】 

 

（４） 介護保険サービスの質の向上と適正化 

介護保険制度の適切な運営と介護人材を確保するための取組を推進 

○介護人材の確保に向けた取り組み 

○事業所への指導及び監査 

○介護給付適正化事業 

①介護認定の適正化 

②ケアプランの点検、住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調

査 

③医療情報との突合・縦覧点検 

 

（５） 介護保険制度の運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 

介護予防や重度化防止の取組に関する評価等の公表 

○介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進会議の開催 

○地域包括支援センター運営協議会の開催 

○保険者機能強化推進交付金の活用 

目標２ 介護予防・健康づくりの推進 

（１）介護予防の推進 

 高齢者の健康増進に向け、主体的で多様な活動の支援や総合的な

介護予防事業を展開 

○一般介護予防教室（脳活教室、元気アップ筋トレ教室等）【新規】 

○介護予防サービス（筋力維持筋トレ、ミニデイサービス等）  

○地域のサロン・地域の介護予防教室 

○フレイル予防講演会 

○介護予防・健康づくりリーダーゆりりんメイト 

○地域リハビリテーション活動事業【新規】 

 

（２）フレイル予防大作戦 

 町の公式 LINE アカウントを拡張し、町民がフレイル度チェック

や介護予防活動を実施できるシステムの開発やとっとり方式認知

症予防プログラムの推進 

○フレイル度チェックリストの実施 

○デジタル化の推進【新規】 

○フレイル予防教室の実施 

○物忘れ相談プログラムの実施 

○サロン等の通いの場においてのフレイル度チェック 

 

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 重症化の防止の取り組みと医療費及び介護給付費の削減 

○高齢者に対する個別支援（ハイリスクアプローチ） 

○通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 
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第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）住民説明会における意見等（泊地域） 

令和６年２月３日（土） 10：00～10：57 

中央公民館泊分館研修室 1・2 

参加者：1人（男 1人、女 0人） 

質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

１ この計画は、介護保険事業計画・高齢者福祉計画の２つの計画が合体し

たものか。 

 介護保険法の中では、介護保険事業計画と併せて高齢者福祉計画

を作成しなければならないとなっているので、２つの計画を１つ

のものとして策定しています。 

２ 介護保険料が月５４０円増えるということだが、多少上がるだろうなと

は思うが、その水準は県内の中ではどうなのか。 

 湯梨浜町は今現在で 6,200円、その前が 6,000円。今回 540円上

げる予定です。最終的には確定してないが、現在中部の町で一番

高いのが三朝町の 6,700 円だが保険料は上げないと聞いていま

す。北栄町は現在 5,760円だが上げないと聞いています。琴浦町

は今 5,700円で、基金を取り崩して 100円程度上げると聞いてい

ます。 

３ 保険料が極端に高くならないように基金を取り崩すとあったが、基金は

あるのか。 

 第 8期計画を作る時に 200円保険料を上げました。その算定とし

て、高齢者の増加、要介護認定者の増加を見込み、併せて地域密

着型特別養護老人ホームができるので、介護給付費が急増するだ

ろうということで、基金を 6,000万円取り崩す予定だったが、特

養の開所が遅れたために基金の取崩しをせずに済んだ経過があ

ります。 

特養はまだ満床になっていないが、これから増えていくし、既存

グループホームの定員数を増やす予定もあります。 

要介護認定者数がコロナ禍前に比べて急増したこともありサー

ビスを使う人が増えてくるので、今の保険料額では適正な運営が

できないということで、基金を取り崩して 540円の増額を考えて

います。 

 

資料 ２ 



2 
 

質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

   現在の湯梨浜町の保険料段階は、国の基準 9 段階に対して 10 段

階設で、一番高い方で所得が 500 万円以上。北栄町はすでに 12

段階まで設定していて所得の高い人から保険料をたくさん納め

てもらっており、琴浦町もすでに 12段階まで設定しているので、

北栄町も琴浦町も保険料収入があるので、基金を積み立てている

のではないかと思われます。 

４ 保険料の段階が 15段階まであるが、これは国の基準なのか。  国の基準は13段階。それ以上の段階については、各市町村で独自

に設定ができます。15 段階にした理由としては、介護保険事業計

画推進委員会で協議を進める中で、所得の多い方については低所

得者層を救うために段階を増やした方がいいという意見があり、

15 段階で設定しています。これはまだ確定ではないので、意見を

お聞きしていきたい。 

第5段階の基準額80,900円は、13段階でも、15段階に増やし

ても 80,900円のままで変わりません。13段階にしたときと 15

段階にした時の月額を比べると 10円も変わりません。 

５ そうであるなら 14、15段階を作る必要はないと思う。  13段階と15段階でどうして変わらないかというと、14、15段階

に該当する人数が非常に少なく、全体の 0.6％程度なので、14、

15段階を設定しても基準額が変わりません。所得の高い方には見

合った負担をしてもらうという独自設定をするのかどうかという

ところです。 

６ 認知症の人はこれから増えていくのか。  認知症の原因は高齢になっていくことであり、避けることができ

ません。予防していくことが難しく、高齢になればなるほど率が

高くなっていくので、認知症の方が増えていきます。今 65 歳以

上の 5人に 1人が認知症と言われており、生活に支障が出るほど

の物忘れが認知症と診断されます。 
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質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

７ 泊地域で、去年の 4 月にデイサービスをやめてしまった。今、入所の申

請をしても、長く待たなくてもすぐに入れるような状況になっていると

いうことは、もともとの施設の数が多すぎるのか、要介護者が少なくな

っているのか、その辺のバランスで将来的に施設が余ってくることが考

えられるのではないか。 

 町内に介護サービスの事業所が 24 あります。どこの事業所も定

員には達していない状況です。現在要介護認定者数が 960人くら

いでコロナ禍前よりも増えています。令和 5年 4月時点で、特養

の待機者が 30 名おられますが、施設側の人手不足などで受入体

制が整わないということも聞いています。 

８ 施設の人手不足で国の方は人件費を上げないといけないと言っている

し、そうなると保険料も上げることになると思うが、財源として国費も

入っているのか。 

 今回の介護保険料の算定では、介護報酬改定率プラス 1.54％反

映させています。 

給付費の財源としては、国が 25％、県と町がそれぞれ 12.5％で

公費が 50％。残りの 50％は保険料で、65歳以上の方の保険料が

23％、40歳から 65歳未満の方の保険料が 27％です。 
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第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）住民説明会における意見等（東郷地域） 

令和６年２月３日（土） 13：30～14：24 

中央公民館第 1・2会議室 

参加者：1人（男 1人、女 0人） 

質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

１ 介護保険料収入は、第 5段階の前後が額としては多いのか。  人数として一番多いのは 5段階と 6段階で、一番少ないのが 14、

15段階で全体の 0.6％程度。 

保険料収入については、8期と 9期を比べると、収入見込みは年

間 5,000万円程度の収入増を見込んでいます。 

２ 先ほど 1億 5,000万円が介護保険料の収入と言われたが、それが 2 億に

なるということで、5,000 万円アップになるわけだが、そういったこと

を財源として、施策的な経費に回るということか。 

 1億 5,000万円は、コロナ禍は利用したサービスに係る費用が年

間 18億 5,000万円程度で、それが今 20億程度になっているので、

年間 1億 5,000万円すでに上がっているということです。 

３ 介護保険料は、この額で３年間変わらないということか。  3年間を１期として考えているので、保険料は 3年間変わりませ

ん。前年の所得によって段階が変われば、安くなったり高くなっ

たりすることはあります。 

今回基金を 7,000万円取崩して上げ幅を 540円にしたが、基金を

取崩さない場合は基準額が 7,000円を超えてしまいます。 

3 年後はどうなるかについては、9 期で余剰金が出れば基金に積

み立てていき、なるべく保険料を上げないようにしていきたいと

考えています。 

４ 基金は介護保険に関する基金で、9 期で 7,000 万円を使うということだ

が、基金は十分にあるのか。 

基金はどうやって積み立てるのか。 

 現在基金は、9,000万円しかなく、そのうち 7,000万円取り崩す

予定で、不測の事態が生じたときのために 2,000万円を残してお

きます。 

積み立ては、年度末に余剰金が出たときに翌年度にどのくらいの

給付費が必要かを見込んで、積立額を決定していきます。 
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質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

５ 積立金は年 3,000万円くらいあるのか。10期の保険料が上がらないよう

にまた基金を使うと言われたが、3 年間で相応の積立があるという予想

なのか。 

 1年間終わってみないとどのくらい基金が積み立てられるかわか

りませんが、現在要介護認定者が 960名くらいで、コロナ禍前ま

では 900名もおられませんでした。これからどんどん増えていく

と予想していましたが、令和 3～5 年度の人数が横ばいで 960 名

程度で落ち着いています。これが 1,000人になれば、この保険料

では賄えないかもわからないが、推計上はこの 3年間は 960名く

らいで推移するということで保険料を設定しました。 

６ レークサイドヴィレッジに介護施設ができている。 

待機者が特養の場合 30人あるということで、他の施設については対応で

きる形になっているのか。 

 施設については、レークサイドヴィレッジの中に令和 4年 9月に

地域密着型特別養護老人ホームを開設しました。職員体制が整わ

ないということもあり、まだ満床になっていないが、この施設が

できたことで、待機者が 50人以上から 30人に減少してきていま

す。 

町内に介護サービス事業所が 24 あるが、定員に達していない状

況があります。 

７ 認知症の方が多くなってきているが、認知症関係の取り組みは。  オレンジカフェ、家族のつどいを実施しています。本人ミーティ

ング、にっこりの会は、若年性認知症の方も含めて中部の市町が

一緒に本人さんに集まっていただき、本人さんが活動する場や家

族も一緒に活動していただいて思いを共有する場を設けていま

す。 

予防の面では、脳活教室をしています。認知症の検査ができるタ

ッチパネルを使って集団検診やサロンなどで多くの方に実施し

て軽度認知障害の方に、週 1回認知症プログラムの教室に参加し

てもらっています。 

８ そういった教室にはそれなりの人数が参加されているのか。  二つの教室を実施しており、半年間の実施で定員が 6人なので、

半年間で 12人の方に参加していただいています。 
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質問・意見等 回答等 

 内 容  内 容 

９ 町に理学療法士がいるのか。  町には理学療法士がいないので、来年度は町内の介護事業所にい

らっしゃる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ

専門職を町が実施する介護予防教室や地域サロンなどに派遣し

て、介護予防に取り組んでいきます。 

１０ デジタル化の推進で、フレイルのチェックリストのことがあるが、チェ

ックリストは長い。もっと簡単にできないか。 

 25 の質問項目があって国が定めているチェックリストを使用し

ています。いろいろなやり方はあるが、町としては国基準のもの

を採用して実施しています。 

１１ 他のデジタル化の構想はないのか。  町が考えているのは、キャッシュレス決済、町施設の利用予約な

どがあります。長寿福祉課で考えているのは、フレイル度チェッ

クリストを 1年に 1回紙で送り回収して結果を返すのに 3か月か

かってしまうので、スマホアプリを作っていつでもチェックがで

きて判定に基づいた動画を見ながら運動ができたり、健康情報が

見れるシステムを構築し、フレイルの早期発見に繋げていきたい

と考えています。 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 背景と目的 

わが国の高齢者人口（65 歳以上の人口）は近年一貫して増加を続けており、高

齢社会白書（令和５年版）では 65 歳以上の人口は、3,624 万人、総人口に占める

高齢化率は 29.0％となっています。また、2025 年（令和７年）には、いわゆる団

塊の世代が 75 歳以上となり、国民の４人に１人が後期高齢者という超高齢社会を

迎えることが見込まれます。その後も 65歳以上人口は増加傾向が続き 2043年（令

和 25年）にピークを迎え、その後減少に転じると見込まれています。 

総人口が減少する中で 65 歳以上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続

け、2037 年（令和 19 年）に高齢化率 33.3％、国民の３人に１人が高齢者となり、

2070年（令和 52年）には高齢化率 38.7％、国民の 2.6人に１人が高齢者となる社

会が到来すると見込まれています。 

また、要介護認定率や介護給付費が急増する 85 歳以上人口は 2035 年（令和 17

年）まで 75 歳以上人口を上回る勢いで増加し、2060 年（令和 42 年）頃まで増加

傾向が続くものと見込まれます。 

一方で、生産年齢人口は減少していくことが見込まれ、今後、急激に高齢化が進

行する地域もあれば、高齢化がピークを終える地域もあり、人口構成の変化や介護

ニーズ等の動向は地域ごとに異なります。こうした地域ごとの中長期的な人口動態

や介護ニーズの見込み等を踏まえて持続可能な介護保険制度の運営、医療介護での

情報連携基盤を整備するなど地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・

推進に向けた具体的な取組内容や目標を円滑に進めていくための施策を介護事業

計画に定めることが重要です。 

本町では、令和３年３月に策定した「第８期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者

福祉計画」において、基本理念である「住みやすく 魅力と活気あふれる 愛のまち」

に基づき高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社

会の実現を目指してきました。このたび計画期間が満了したことから、国の第９期

計画の基本指針に基づき、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とす

る「第９期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に規定する「市町村老人福祉計画」と、介護

保険法第 117条に規定する「市町村介護保険事業計画」に基づき、両計画を一体的

に策定するものです。 

 

（２）他の計画との関係 

この計画は、「第４次湯梨浜町総合計画」及び「湯梨浜町地域福祉計画」を上位

計画とする福祉分野の計画であり、「湯梨浜町障がい者計画」、「湯梨浜町障がい福

祉計画」、「湯梨浜町障がい児福祉計画」、「健康ゆりはま２１計画」等本町が策定す

る他の計画との整合を図って策定しています。 

また、鳥取県が策定する「鳥取県介護保険事業支援計画・老人福祉計画」、「鳥取

県保健医療計画」との連携を図って策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次湯梨浜町総合計画

（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

第４期地域福祉計画
（重層的支援体制整備事業実施計画）

第９期湯梨浜町介護保険事業計画・

高齢者福祉計画

・湯梨浜町成年後見制度利用促進基本計画

・湯梨浜町障がい者計画

・湯梨浜町障がい福祉計画

・湯梨浜町障がい児福祉計画
・健康ゆりはま２１計画

・その他関連計画

整合・連携

整合

【国】

【鳥取県】

・国の基本指針

・各種通知

・認知症施策推進大綱

・認知症施策推進総合戦略
（新オレンジプラン）

・鳥取県介護保険事業支援計

画・老人福祉計画

・鳥取県保健医療計画
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（３）計画とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係 

令和３年度に策定された湯梨浜町第４次総合計画において、湯梨浜町はＳＤＧｓ

の 17のゴールごとに各施策を結び付け、ＳＤＧｓの視点で「誰一人取り残さない」

社会の実現に取り組んでいます。 

本計画では、特に関係が不可欠なＳＤＧｓの２つの目標「目標３：すべての人に

健康と福祉を」、「目標 11：住み続けられるまちづくりを」を踏まえて関連する取

り組みを実施していきます。 
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３ 計画の期間 

計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間で、介護保険制度の下で

の第９期の計画となります。 

なお、本計画策定後の社会情勢の変化や新たな基本構想・基本計画の策定に伴い、

本計画の改定等の必要が生じた場合には、適宜必要な改定等を行うものとします。 

 

 

 

４ 日常生活圏域の設定 

2005年（平成 17年）の介護保険法の改正により、市町村介護保険事業計画にお

いて、当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設

の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して日常生活圏域を定めることとされ、

これまでどおり本町においては、日常生活圏域を１か所、全町域と設定することと

します。 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

地域福祉推進計画

第４期地域福祉計画・第４次地域福祉活動計画

第３期地域福祉計画

第３次地域福祉活動計画

第３期障がい者計画

第５期障がい福祉計画 第６期障がい福祉計画

第１期障がい児福祉計画 第２期障がい児福祉計画

第２期子ども・子育て支援事業計画

第３次健康ゆりはま２１

第２期福祉のまちづくり計画

第４期障がい者計画

第７期障がい福祉計画

第３期障がい児福祉計画

第１期重層的体制整備事業実施計画

第１期成年後見制度利用促進基本計画

第１期再犯防止推進計画

第４次健康ゆりはま２１

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

第４次総合計画（基本構想）

基本計画

第７期介護保険事業計画・

高齢者福祉計画

第8期介護保険事業計画・

高齢者福祉計画

第9期介護保険事業計画・

高齢者福祉計画
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５ 計画の策定に向けた取り組みと体制 

①湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会 

学識経験者、医療関係者、地域団体、公募者、介護事業者等で構成される「湯梨

浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会」を設置し、計画の内容におい

て審議・議論を行いながら、策定を進めました。 

 

②アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたって、高齢者やその家族の実態や課題、意見や要望等を把握

するために、一般高齢者を対象とした「日常生活についてのアンケート調査」及び

在宅の要支援・要介護認定者を対象とした「在宅介護実態調査」を実施し、計画策

定の基礎資料としました。 

 

③住民説明会及びパブリックコメントの実施 

計画内容について、住民から幅広い意見を収集し、最終的な意思決定を行うため

に、令和６年２月３日に住民説明会を、令和６年２月１日から令和６年２月14日ま

で、計画素案に対する意見募集（パブリックコメント）を実施しました。 

  



- 6 - 

 

第２章 高齢者を取り巻く現状 

 

１ 高齢者の状況 

（１）人口の推移と推計 

 本町の総人口は年々減少する中で、高齢者人口は年々増加し2030年（令和12年）

頃にピークを迎える見込みです。高齢化率は、2020年（令和２年）には32.1％、そ

の後も上昇を続け2040年（令和22年）には38.3％となる見込みです。 

 

【年齢区分別人口】 

 

 

 

 

 

17,029  16,547  
16,055  

15,447  

14,870  14,262  13,625  

27.0% 
30.0% 

32.1% 
33.8% 

35.3% 36.0% 
38.3% 
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16,000

18,000

平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 

0～14歳 15～64歳 老年人口 高齢化率（％） 

（単位：人）

実績値 推計値

平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

年少人口 0～14歳 2,436 2,326 2,267 2,099 1,924 1,777 1,698

生産年齢人口 15～64歳 10,003 9,264 8,638 8,121 7,691 7,353 6,714

老年人口 4,590 4,957 5,150 5,227 5,255 5,132 5,213

65～74歳 1,921 2,280 2,571 2,337 2,093 1,861 1,976

75歳以上 2,669 2,677 2,579 2,890 3,162 3,271 3,237

総人口 17,029 16,547 16,055 15,447 14,870 14,262 13,625

高齢化率（％） 27.0% 30.0% 32.1% 33.8% 35.3% 36.0% 38.3%

（資料） 平成22年～令和２年まで：総務省「国勢調査」

令和7年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」
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（２）ひとり暮らし高齢者世帯数 

 ひとり暮らし高齢者世帯は年々増加しており、令和２年では、746 世帯となり、

長期入院や介護保険施設入所者を除く「一般世帯」のうち、13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（３）要支援・要介護認定者数 

 第８期計画期間（令和３年から令和５年）の要支援・要介護認定者数は、概ね横

ばいで推移しており、令和５年９月末には 962人となり、第９期計画期間中の認定

者数も同程度で推移するものと推計しています。 

 

 

 

 

高齢夫婦

世帯数

高齢独居

世帯数

平成22年

2010年 421 543

平成27年

2015年 519 607

令和2年

2020年 609 746

（資料） 国勢調査
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一般世帯に占める高齢者単独世帯の割合 
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（４）第 1号被保険者介護保険（要介護・要支援）認定申請の原因疾患 

 介護保険認定申請時の第１疾患は、認知症が最も多く、脳血管疾患、骨折と続き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                （資料）令和４年度申請の主治医意見書より 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

実績値 推計値

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和17年 令和22年

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 2035年 2040年

要支援１ 41 33 40 42 42 44 49 49 48

要支援２ 104 92 88 88 88 88 93 97 103

要介護１ 199 193 210 211 212 218 235 261 269

要介護２ 238 264 245 238 236 239 250 268 297

要介護３ 155 164 153 150 152 154 163 174 192

要介護４ 139 135 127 125 122 124 126 140 151

要介護５ 91 97 99 101 103 103 105 113 127

合　　計 967 978 962 955 955 970 1,021 1,102 1,187

（資料） 実績値：介護保険事業状況報告　月報（各年度9月分）

推計値：人口推計値を元に介護保険「見える化」システムを用いて推計
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２ 介護保険サービスの状況 

（１）介護サービス給付実績 

（１）介護サービス給付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度
（１）居宅サービス

給付費（千円） 51,711 58,259 54,966
回数（回） 1,547.0 1,698.3 1,579.6
人数（人） 60 67 60
給付費（千円） 2,872 2,860 3,083
回数（回） 19 20 20
人数（人） 5 4 4
給付費（千円） 23,661 26,165 25,201
回数（回） 372.0 431.3 392.7
人数（人） 42 46 49
給付費（千円） 6,990 7,800 9,507
回数（回） 196.0 225.1 280.4
人数（人） 20 22 22
給付費（千円） 997 1,457 2,033
人数（人） 8 13 15
給付費（千円） 277,613 287,778 281,819
回数（回） 3,120 3,179 3,105
人数（人） 218 225 216
給付費（千円） 129,816 113,489 110,625
回数（回） 1,287.5 1,153.3 1,073.8
人数（人） 121 121 115
給付費（千円） 54,894 52,537 60,719
日数（日） 572.8 563.3 658.8
人数（人） 32 30 32
給付費（千円） 15,003 13,286 14,886
日数（日） 111.7 101.1 114.3
人数（人） 16 14 15
給付費（千円） 41,775 46,119 42,575
人数（人） 251 273 260
給付費（千円） 1,416 1,666 932
人数（人） 4 4 3
給付費（千円） 3,423 4,130 3,020
人数（人） 5 4 4
給付費（千円） 11,462 10,234 17,869
人数（人） 3 4 8

（２）地域密着型サービス
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 36,983 34,061 8,661
回数（回） 404.1 372.7 88.8
人数（人） 27 23 5
給付費（千円） 1,213 0 0
回数（回） 13.5 0.0 0.0
人数（人） 1 0 0
給付費（千円） 82,110 73,109 70,930
人数（人） 36 31 32
給付費（千円） 193,322 191,625 200,605
人数（人） 64 64 66
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 0 14,810 60,218
人数（人） 0 6 20
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

（３）施設サービス
給付費（千円） 205,486 225,896 222,423
人数（人） 62 66 66
給付費（千円） 546,735 535,247 532,945
人数（人） 160 155 155

介護医療院 給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0
給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 69,663 71,774 66,855
人数（人） 418 436 400

合計 給付費（千円） 1,757,147 1,772,302 1,789,871
※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

訪問介護
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（２）介護予防サービス給付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度

（１）介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0

給付費（千円） 2,728 2,602 2,284

回数（回） 56.3 56.8 50.2

人数（人） 8 7 6

給付費（千円） 1,088 1,156 1,555

回数（回） 31.8 35.8 44.0

人数（人） 2 4 5

給付費（千円） 0 0 0

人数（人） 0 0 0

給付費（千円） 20,320 15,396 16,798

人数（人） 45 34 38

給付費（千円） 391 455 323

日数（日） 4.8 6.3 3.7

人数（人） 1 1 1

給付費（千円） 45 0 0

日数（日） 0.4 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0

給付費（千円） 4,499 4,737 4,447

人数（人） 58 57 57

給付費（千円） 408 258 412

人数（人） 1 1 1

介護予防住宅改修 給付費（千円） 1,174 1,371 1,635

人数（人） 2 2 2

給付費（千円） 0 0 0

人数（人） 0 0 0

（２）地域密着型介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0

給付費（千円） 5,776 7,249 4,544

人数（人） 7 8 5

給付費（千円） 0 0 0

人数（人） 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費（千円） 4,881 4,238 4,003

人数（人） 90 78 74

合計 給付費（千円） 41,311 37,462 35,999
※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防福祉用具貸与

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導
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３ 地域支援事業の状況 

（１）地域支援事業利用者数 

 

 

（２）地域支援事業費実績 

 

 

総合事業

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

介護予防訪問介護相当サービス （人/月） 28 23 28 19 28 18

介護予防通所介護相当サービス （人/月） 73 72 74 65 74 54

筋力向上トレーニング （延人数/年） 2,900 1,553 2,900 1,574 2,900 1,833

ミニデイサービス （延人数/年） 1,440 571 1,440 557 1,440 548

脳活トレーニング （延人数/年） 768 230 768 315 768 397

介護予防ケアマネジメント （件数/年） 380 327 380 431 380 249

(回数） ― 2 ― 1 ― 2

（延人数） ― 154 ― 108 ― 181

　 ― 14 ― 28 ― 32

（延人数） ― 159 ― 375 ― 350

地域介護予防活動支援（補助金サロン） （団体数） ― 9 ― 14 ― 16

包括的支援事業・任意事業

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

総合相談 （回/年） 600 488 600 525 600 550

食の自立支援 （食/年） 6,200 4,625 6,200 3,102 6,200 3,156

温泉トレーニング助成 （人/年） 25 16 25 14 25 10

家族介護用品給付 （人/年） 10 9 10 8 10 6

成年後見制度利用援助事業 （人/年） ― 0 ― 0 ― 3

（回数） ― 1 ― 1 ― 1

（人数） ― 27 ― 25 ― 28

家族介護者交流事業 （延人数/年） ― 23 ― 31 ― 39

認知症高齢者等事前登録制度 （人/年） ― 3 ― 9 ― 3

認知症高齢者等位置情報機器利用助成 （人/年） ― 0 ― 1 ― 1

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 （延人数） ― 5 ― 9 ― 10

認知症サポーター養成 （延人数/年） ― 14 ― 31 ― 50

認知症早期発見検査（タッチパネル） （延人数/年） ― 249 ― 435 ― 380

令和3年度 令和4年度 令和5年度

介護予防講演会

介護予防教室

権利擁護研修

令和3年度 令和4年度 令和5年度
事業名 単位

事業名 単位

令和3年度 令和4年度 令和5年度

介護予防・日常生活支援総合事業費 38,535,859 36,241,030 35,953,683

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
及び任意事業費

7,940,385 8,024,191 9,761,000

包括的支援事業（社会保障充実分） 4,139,129 4,412,575 6,691,000

合計 50,615,373 48,677,796 52,405,683
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 湯梨浜町第４次総合計画において、本町が目指す未来都市像「住みやすく 魅力

と活気あふれる 愛のまち」を、第８期計画に引き続いて基本理念とします。 

 

２ 施策の体系 

 基本理念に基づき「高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続け

られる地域社会の実現」をめざして、３つの計画目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

住みやすく 魅力と活気あふれる 愛のまち 
 

目標１ 

 地域包括ケアシステムの深化・推進 

  １ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携の推進 

  ２ 地域ケア会議等の推進 

３ 生活支援サービスの充実 

４ 日常生活を支援する体制の整備 

５ 相談支援の充実 

６ 認知症施策の推進 

７ 高齢者虐待防止等の権利擁護の推進 

目標２ 

 介護予防・健康づくりの推進 

１ 介護予防の推進 

  ２ フレイル予防大作戦 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

目標３ 

 介護サービスの充実と適正化 

１ 高齢者の住まいの安定的な確保 

  ２ 災害対策、感染症対策の推進 

３ 介護サービス基盤の充実 

４ 介護保険サービスの質の向上と適正化 

５ 介護保険制度の運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 
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３ 目標及び施策 

 目標１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けること

ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体

制のことです。 

今後高齢化が一層進んでいく中で、高齢者を地域で支える地域包括ケアシステム

は、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となるものです。 

第８期計画では、在宅医療・介護連携の推進や介護予防の推進、認知症施策の推

進などの取り組みを進めてきました。 

第９期計画においても、介護が必要になっても住み慣れた地域で生きがいを持っ

て暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってい

きます。 

 

（１）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携の推進 

■現状と課題解決に向けて 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるよう、県中部 1市４町、中部医師会、倉吉保健所で担当者会を実施

し、中部圏域地域づくりしょいやの会（以下「しょいやの会」という。）、ホームペ

ージの更新、医療連携についての協議・研修やアンケート調査等を実施しています。 

しょいやの会では、各職能団体（中部医師会、介護支援専門員協議会等の職能団

体）から多くの方が参加されていますが、医師会からの参加が少なく、在宅医療・

介護連携を進めていくためには医師会に限らず職能団体に偏りなく参加していた

だき、顔の見える関係づくりを進め各職能団体との意見交換（一次連携）を実施し、

各団体の活動や感じている問題点、課題を把握し、課題解決に取り組んでいきます。 

 

■具体的な取り組み 

○地域の医療・介護の資源の把握 

 地域の医療・介護サービス資源マップ「しょいや！しょいや！在宅医療介護連携

情報サイト（https//shoiya.com）」を更新します。 
 

○在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

 各職能団体との一次連携の実施、必要に応じて二次連携を実施し、課題を抽出し

た後、優先順位の高い項目から課題解決に向けて対応策を検討します。 
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○切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制構築支援 

 「しょいやの会」を開催（年３回予定）し、医療介護連携にかかるアンケート調

査を実施します。 
 

○医療・介護関係者の情報共有の支援 

 病院連携窓口の一覧表を更新します。 
 

○在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 地域包括支援センターにおける相談支援を行います。 
 

○医療・介護関係者の研修 

 「しょいやの会」を開催（年３回予定）し、各職能団体の研修集会の情報提供を

行います。 
 

○地域住民への普及啓発 

 中部圏域資源マップの周知を強化します。 
 

○在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

 在宅医療・介護連携推進事業担当者会議を開催します。 

 

（２）地域ケア会議等の推進 

■現状と課題解決に向けて 

医療・介護・福祉等の多職種が協働し、高齢者の様々なニーズに対し、最も効果

的なサービス（保険・医療・福祉等、インフォーマルサービスを含む）を総合的に

調整、推進していくために意見交換を通じて、高齢者ができる限り住み慣れた地域

でその人らしい生活が続けられるよう、月１回地域ケア会議を開催しています。 

開催時には個別課題、地域課題を抽出していますが、課題解決に向けた取り組みが

できていない現状があるため、課題解決に向けたシステム作りを進めます。 

 

■具体的な取り組み 

○地域ケア会議の開催（月１回・第３火曜日） 

 個別課題、地域課題の抽出 
 

○課題解決の取り組み 

  地域ケア会議で抽出した地域課題を明確化し、共有された課題の解決に必要な資

源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映など関係機関とも連携し

ながら政策形成につなげていきます。 
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（３）生活支援サービスの充実 

■現状と課題解決に向けて 

生活支援サービスの充実に向けて、町全域をエリアとした第１層の「生活支援体

制整備協議体」を設置し、情報共有や連携・協働による取り組みを推進しています。

また、旧町村を単位とした第２層の生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）を配置し、支え合い・助け合いを推進していますが、生活支援体制整備として

目指す部分が明確になっていない現状があるため、今後さらに第１層と第２層の連

携を強化し、地域の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参

加の推進を一体的に図り、地域課題の発掘から解決に向けて地域住民を主体とした

体制づくりを推進していきます。 

 

■具体的な取り組み 

○生活支援体制整備協議体の開催 

生活支援体制整備協議体を年に２回開催し、地域での課題やその解決方法に向け

ての話し合いや情報共有を行っていきます。 
 

○第２層の生活支援コーディネーターとの情報共有 

第２層の生活支援コーディネーターは、地域に足を運び、声を聞き、その地域の

強み・弱みを把握し、受けた相談について定期的に第１層と第２層の情報共有を行

い、課題解決に向けた協議を行っていきます。 

 

（４）日常生活を支援する体制の整備 

■現状と課題解決に向けて 

重度の要介護高齢者を対象とした紙おむつ等介護用品の購入費助成、65歳以上の

中度難聴者に対し補聴器購入費助成、また70歳以上の運転免許証を持っておられな

い方に対し、タクシーチケットの交付を行っています。 

紙おむつ等介護用品の購入費助成及び補聴器購入費助成については一定の成果

は上がっているものの、タクシーチケットの助成については、チケット交付枚数に

対し利用率は高くなく、利用枚数や利用地域など現状分析を行い必要に応じて制度

改正を行います。 

また、公共交通不便地域において、現行のサービスの充実だけでなく、関係事業

者や地域住民と連携した共助交通の体制整備など、地域の実情や特性に応じた運行

サービスの導入など実現可能な移動手段の在り方を協議していきます。その他、町

社会福祉協議会が実施する「まごころ配食サービス」及び「のりあいバス」に対し

運営費の継続支援、高齢者の食の確保、安否確認及び外出支援を実施しています。 
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それぞれの制度において、利用の実績や利用者の声から現状の分析や課題を抽出

し、より使いやすく日常生活が充実する制度となるよう適宜改正を行います。 

 

■具体的な取り組み 

○家族介護用品購入費助成 

 要介護４又は５の方を在宅で介護する方で非課税世帯に対し、介護者の負担を軽

減するためオムツ等の介護用品の購入費を助成します。 
 

○補聴器購入費助成 

 65歳以上の両耳の平均聴力が40～70デシベルの方に対し、補聴器本体の購入費用

を助成します。 
 

○高齢者の外出支援 

① タクシーチケットの交付【拡充】 

タクシーチケットの交付については現在、70歳以上の運転免許証を持っておられ

ない方を対象としていますが、対象年齢の引き下げや運転免許証を所持していても

申請日時点で要介護３以上の認定を受けていれば交付の対象とするなど、交付条件

を拡大し利用拡大を図ります。 
 

②のりあいバスの運営支援 

町社会福祉協議会が運営する「のりあいバス」の運営支援を行い、公共交通機関

の利用が困難な高齢者や障がい者の利便性の向上を図ります。 
 

○高齢者配食サービスの支援 

町社会福祉協議会が実施する「まごころ配食サービス」の運営支援を行い、調理

や買い物が困難なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対して継続的に食事

を提供することにより、食生活の改善と健康の保持を図るとともに、利用者の定期

的な安否確認を行います。 
 

○緊急通報システムの活用 

 各家庭に設置されている音声告知器を活用し、近所の協力員や家族などに音声告

知器のボタンを押すだけで緊急時を知らせることができ、速やかな援助につなげま

す。 

 

（５）相談支援の充実 

■現状と課題解決に向けて 

高齢者に関する様々な相談を受け、関係機関と連携を図り、適切な制度、サービ

スにつなげることで、地域の高齢者が安心して暮らすことができるよう取り組んで
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いますが、複合的な課題を抱えるケースも多く、それに対応できる体制が構築でき

ていない現状があります。 

本町では令和６年度から重層的支援体制整備事業を本格実施します。「属性を問

わない包括的な相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に取

り組み「複雑化・複合化した支援ニーズ」に対する包括的な支援体制を構築してい

きます。 

 

■具体的な取り組み 

○相談内容の分析 

 相談者や相談経路、内容等を分析し、傾向や課題から不足している社会資源等を

明らかにします。 
 

○地域のネットワークの構築 

地域の社会資源を把握・活用し、日頃から顔の見える関係性を築きフォーマルサ

ービス・インフォーマルサービスの分類、高齢・障がい・児童といった垣根を超え

たネットワークを構築します。 
 

○関係機関等との連携 

 地域や行政、専門の支援機関などが連携し、総合的かつ横断的な支援ができるよ

うチーム編成を行い課題解決に向け取り組みます。 

 

（６）認知症施策の推進 

■現状と課題解決に向けて 

様々な機会をとらえて、認知症に対する正しい知識の普及に努めています。認知

症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるように、認知症の人の

個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生す

る地域の実現のため、認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理

解を深めます。 

認知症施策については、令和５年に制定された「共生社会の実現を推進するため

の認知症基本法（認知症基本法）」及び「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプ

ラン）」に基づき認知症の人や家族の声をきき、地域づくりに反映し、併せて若年

性認知症についての理解を深められるように普及啓発に努めます。 

また、認知症予防につながるように、物忘れ相談プログラムを活用して早期に相

談機関につながる人を増やし、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

るために認知症の様態の変化に応じ、すべての期間に通じて効果的な支援が行われ

るように認知症の施策を推進し、家族の相談体制を整えていきます。 
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【認知症高齢者の状況】 

本町の要支援・要介護認定を受けた高齢者のうち、認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅱa 以上の人は、平成 30 年度は 694 人(13.61％)でしたが、令和元年度には 700

人を超え、その後も増加傾向が続き、令和４年度には 792 人(15.23％)となってい

ます。 

 

平成30年度 令和元年度 令和４年度

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率

694 13.61 721 13.99 776 14.86 794 15.19 792 15.23

Ⅱａ 46 0.90 79 1.53 78 1.49 97 1.86 118 2.27

Ⅱｂ 393 7.71 350 6.79 379 7.26 343 6.56 315 6.06

Ⅲａ 189 3.71 202 3.92 213 4.08 249 4.76 242 4.65

Ⅲｂ 22 0.43 36 0.7 37 0.71 46 0.88 54 1.04

Ⅳ 43 0.84 53 1.03 66 1.26 55 1.05 61 1.17

Ｍ 1 0.02 1 0.02 3 0.06 4 0.08 2 0.04

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

ランク

Ⅰ

判定基準

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

◆要支援・要介護認定者のうち、認知度がⅡａ以上の人数            

令和２年度 令和３年度

総　数

Ⅱ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立
できる。

Ⅳ

Ｍ

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

(認知症高齢者の日常生活自立度)

単位：(人・％)

※各年度3月31日現在（資料：認定調査票） ※比率は、第1号被保険者に対する割合

46 79 78 97 118
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■具体的な取り組み 

○認知症サポーター養成講座の開催 

 認知症基本法が制定されたことに伴い、認知症サポーター養成講座のテキストが

改訂されました。認知症という生活の困難を抱えても前向きに暮らしている人のメ

ッセージを学び、認知症への恐れや偏見がなくなるように認知症に対する正しい知

識や認知症の方とともに生きる地域を考える機会として講座を開催します。 
 

○オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催【拡充】 

 認知症の方も認知症でない方も、地域住民が集い、認知症について正しく学び考

える場を羽合地域で新たに開催し、それぞれの地域の 3地区で月に 1回定期的に開

催します。 
 

○家族のつどいの開催 

 認知症の方の家族同士の情報交換と相談できる場として月に１回開催します。認

知症の人と家族の会鳥取県支部の方をアドバイザーとして招き、相談体制を強化し

ます。 
 

○認知症ケアパスの活用 

 認知症ケアパスの普及と啓発に努め、認知症の人への対応や理解を深めるととも

に、認知症疾患医療センターやかかりつけ医との連携を図り、それぞれの状態にあ

わせた適切なサービスにつながるように支援していきます。 
 

○認知症初期集中支援チーム 

 認知症地域支援推進員及び複数の専門職（医師等）が、認知症の疑われる人や認

知症の人及びその家族を訪問し、観察評価を行った上で、家庭支援等の初期支援を

包括的・集中的に行い自立のサポートを行います。 
 

○認知症見守り支援事業 

 認知症等により、行方不明になるおそれのある高齢者の情報を事前に登録し、早

期に発見ができるように所管課及び関係課・倉吉警察署で情報を管理します。登録

された方は個人賠償責任保険に加入し、事故の補償も行います。また、位置情報検

索システムの初期費用の一部を助成します。 
 

○チームオレンジ【新規】 

 認知症と思われる初期の段階から、地域において把握した認知症の人の悩みや家

族の身近な支援ニーズ等と、認知症サポーターを中心とした支援者とをつなぐ仕組

みが各地域でできるように支援をします。 
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○本人ミーティング 

 本人発信支援、本人の社会参加支援推進するために、ピアカウンセリングを行い

ながら本人とともに本人の声を活かすために、２か月に１回本人が集まり話をする

機会を県中部市町合同で実施します。 
 

○にっこりの会 

 認知症と診断された方、特に若年性認知症と診断された本人や家族が集い、いろ

いろな活動をとおして交流する場を２か月に１回県中部市町合同で実施します。 

 

（７）高齢者虐待防止等の権利擁護の推進 

■現状と課題解決に向けて 

成年後見制度や高齢者虐待、消費者被害についての相談支援を行っています。 

高齢者虐待については、高齢者虐待の防止及び早期発見、早期対応のため虐待の相

談・通報窓口の周知を図ります。 

また、地域の方や様々な関係機関を委員とした高齢者及び障がい者虐待防止ネッ

トワーク会議の開催や町民向けの権利擁護講演会を開催し、虐待についての正しい

知識と理解を深めていきます。 

成年後見制度については、「湯梨浜町成年後見制度利用促進基本計画」に基づき

認知症や障がいのある人など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

よう、地域連携ネットワークを構築し、制度の利用の必要な方が適切な支援に繋が

る体制整備を進めていきます。 

 

■具体的な取り組み 

○高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議の開催 

民生児童委員、福祉サービス事業者、医師、警察、権利擁護団体等の関係機関に

よる「高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議」を年に２回開催し、相談・

通報窓口の周知や連携、迅速な対応ができるよう、虐待防止の在り方について協議

を行っていきます。 
 

○権利擁護講演会の開催 

 高齢者や障がい者の人権や財産を権利侵害から守るため、年 1回講演会を開催し、

町民の理解を深めます 
 

○相談支援の実施 

高齢者虐待への対応、成年後見制度の利用促進、消費者被害の防止に向けた相談

支援を実施していきます。 
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○広報・啓発 

相談窓口としての周知を行うため、地域住民や福祉関係機関に向けた広報や啓発

を行っていきます。 
 

○中核機関と地域連携ネットワークづくり 

 県中部１市４町と一般社団法人成年後見ネットワーク倉吉とで設置した「中核機

関」と行政及び関係機関で設置する「支援方針検討会議（受任調整会議）」が連携

し、相談支援体制の充実を図ります。 
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 目標２ 介護予防・健康づくりの推進 

高齢期になっても住み慣れた地域で暮らし続けるためには、生涯を通じた健康づ

くりが重要です。日常生活についてのアンケート調査によると、一般高齢者・要支

援認定者が現在抱えている傷病について、「高血圧」が最も多くなっています。高

血圧の重症化は、脳卒中などの様々な疾患につながることから、若年からの生活習

慣病予防、重症化予防等の健康保持に関する意識が重要です。  

介護予防については、サロンなどの通いの場を充実させ、人と人とのつながりを

通じて参加者や通いの場が拡大していく地域づくりを推進するとともに、地域の実

情に応じた効果的な介護予防の推進を図っていきます。 

保険・医療・介護の連携した取り組みや、高齢者の保健事業と介護予防事業を一

体的に実施することで、健康で自立した生活を送りながら、安心して暮らせる社会

を築いていきます。 

 

（１）介護予防の推進 

■現状と課題解決に向けて 

高齢者自らが、心身機能の改善、日常生活の活動性を高めるなどセルフケアを行

い、生きがいをもって地域で生活ができるように一般介護予防教室や地域でのサロ

ン活動などの支援を行っています。 

新型コロナウイルス感染症の流行等もあり、高齢者の閉じこもりや健康面への影

響があり、高齢者の要介護認定率が増加しました。今後は様々な関係機関と連携を

図り、コロナ禍で減少した取り組みを再開に向けて支援していく必要があります。 

サロンなどの通いの場の再開や、新規の立ち上げを地域が行う際の支援を町社会

福祉協議会と連携して行います。また、サロン活動団体の継続的支援を地域のゆり

りんメイトと協同して行います。 

介護予防対策として運動、栄養口腔、認知等の課題を抱える人に対して、状態の

改善・維持・悪化の遅延を図れるように介護予防サービス（筋力トレーニング、元

気アップ筋力トレーニング教室、脳活教室、ミニデイサービス）の提供を行います。 

 

■具体的な取り組み 

○一般介護予防教室（脳活教室、元気アップ筋力トレーニング教室等）【新規】 

 65歳以上の高齢者を対象に、介護予防を目的に運動、認知面の機能低下を予防す

るためにニーズに応じた教室の提供に努めます。 
 

○介護予防サービス（筋力トレーニング、ミニデイサービス等）  

個別のニーズに合った、多様なサービスが提供できるように努めます。 
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○地域のサロン・地域の介護予防教室 

 地域に集まる元気高齢者からフレイルのリスクのある高齢者までを対象に、各地

域の公民館や集会所で行われるサロンや介護予防教室を支援します。 
 

○フレイル予防講演会 

介護予防事業に参加するきっかけづくりとなる運動、栄養、口腔、認知症予防な

どをテーマにした講演会を開催し、介護予防全般についての普及・啓発を行い、日

常生活の改善や自立生活の維持に対する町民の意識高揚を図ります。 
 

○介護予防・健康づくりリーダーゆりりんメイト 

 地域のサロン等で活動するゆりりんメイトを養成し、地域のサロンが継続実施で

きるように支援します。 

また、ゆりりんメイト交流会などによりレベルアップとモチベーションアップを

図ります。 
 

○地域リハビリテーション活動事業【新規】 

 介護予防の取り組みを機能強化するため、地域ケア会議、住民主体の通いの場、

介護予防教室などにリハビリ専門職などを派遣し、助言などを行います。 

 

（２）フレイル予防大作戦 

■現状と課題解決に向けて 

健康寿命延長を目指し、要介護状態をできる限り予防するためには早期にフレイ

ル予防に取り組むことが重要です。そのために、自分自身の健康増進やフレイル予

防についての意識を持つ人を増やす必要があります。 

今後は、毎年行っているフレイル度チェックリスト事業を幅広い年齢層が実施で

きるようデジタル化に努め、フレイル予防を主体的に行えるように予防教室やとっ

とり方式認知症予防プログラムなどを取り入れ、個々の取り組みを支援します。 

 

■具体的な取り組み 

○フレイル度チェックリストの実施 

 65歳以上の高齢者（要介護認定者、事業対象者除く。）に対して毎年１回フレイ

ル度チェックリストでフレイル度を判定し、フレイル予防の啓発を行います。また、

フレイル度の結果から各自が予防に取り組めるよう情報提供を行いハイリスク者

に対しては適切なサービスにつなげます。 
 

○デジタル化の推進【新規】 

 デジタルを活用したフレイル度判定システムを構築し、幅広い年齢層のフレイル
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の早期発見に取り組み、個々にあった必要なサービスを提供します。 

また、デジタルデバイト（情報格差）対策として、高齢者向けのスマートフォン

教室を開催するなど、格差解消に向けた取り組みを行います。 
 

〇フレイル予防教室の実施 

 健康寿命を延ばすためにフレイル予防に取り組む人が増えるように教室を実施

し、フレイル対策の運動・栄養口腔・認知面の正しい知識の普及を図ります。 
 

○物忘れ相談プログラムの実施 

 集団健診やサロン等で実施を行い、ＭＣＩ（軽度認知障害）の人を早期に発見し、

必要な支援を行います。 
 

○サロン等の通いの場においてのフレイル度チェック 

 地域で行われているサロンや通いの場において、体力測定や物忘れ相談プログラ

ムを行い、フレイル予防の啓発を行います。 

 

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

■現状と課題解決に向けて 

本町では、令和２年度から当該事業に取り組み、高齢者に対する個別支援（ハイ

リスクアプローチ）と通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプロー

チ）を行っています。 

本町の現状として、令和５年度に実施した分析では、平均寿命（男性 79.9 歳、

女性 86.9歳）、平均自立期間（79.4歳、84.4歳）であり、ともに県平均（80.2歳、

87.3歳）（80.0歳、85.1歳）よりやや短い状況です。 

後期高齢者の医療費は、筋・骨格に関するものが５年間連続１位であり医療費総

額の３割を占め、また腎臓疾患による人工透析を受ける人が、増加している傾向が

あります。介護については、要介護認定率が 18.9％で県平均(19.9％)より低い状

況です。 

要介護認定者の有病状況を見ると、心臓病、筋・骨格、高血圧症、精神（認知症

含む）の順となっており、これらの疾病の悪化することにより、要介護に移行して

いると考えられます。 

引き続き、健診結果から見える様々な疾患について医療機関と連携しながら重症

化防止を図り、医療費及び介護給付費の削減につながる効果的な事業を検討し実施

していく必要があります。 

 

■具体的な取り組み 

○高齢者に対する個別支援（ハイリスクアプローチ） 
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保健部局と介護保険部局で後期高齢者の医療費・介護給付費の削減につながる効

果的な取り組みを分析し、特に透析につながるリスクの高い高血圧や糖尿病治療中

断者及び糖尿病性腎症重症化予防等について継続的な支援を推進していきます。 
 

○通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

生活習慣病の重症化予防のため、早期発見・早期治療のための特定健診・長寿健

診について、関係部局及び医療機関とも連携し受診勧奨を強化していきます。また、

保健部局と連携し集団健診時のタッチパネルやフレイル度チェックの実施、ゆりは

まヘルシーくらぶへの参加勧奨、各地区サロンでの体力測定、物忘れチェック、健

康教育等を継続し、経年評価によりフレイル予防を強化・推進していきます。 
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 目標３ 介護サービスの充実と適正化 

利用者や家族が安心して介護保険サービスを利用するには、サービス基盤の整備、

介護人材確保などに取り組み、サービス提供体制を維持する必要があります。介護

サービスの充実に取り組むとともに、切れ目ないサービスが提供できるよう、各介

護事業所や各介護施設と連携をしながら取り組んでいきます。 

介護が必要となった高齢者が、適正に認定されて適切な介護サービスを受け、事

業者が適正にサービスを提供するよう、介護保険の適正化を図ります。 

 

（１）高齢者の住まいの安定的な確保 

■現状と課題解決に向けて 

高齢者の住まいの安定的な確保について、地域においてそれぞれの生活のニーズ

にあった住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サービスを利用しながら個人

の尊厳が確保された生活が実現されることが保健、医療、介護等のサービスが提供

される前提となります。 

介護保険サービスでの住宅改修や高齢者居住環境整備事業等により、できる限り

住み慣れた自宅で生活できるよう、住宅改修などによる住環境の整備を行います。 

 

■具体的な取り組み 

○介護保険サービスの住宅改修 

 介護保険を利用し、手すりの設置や段差解消など利用者の身体能力の維持や自立

度の改善、介護者の負担軽減を図ります。 
 

○福祉用具購入費 

 自宅での日常生活の自立を助けるため、特定福祉用具の購入に対し給付を行いま

す。 
 

○高齢者居住環境整備事業 

 要介護（支援）認定者ができる限り自宅において、自立した生活が送れるよう住

環境の整備を行うとともに、介護する家族の負担軽減を図るもので、住宅改修に要

した経費の一部を補助します。 
 

○老人ホーム入所措置事業 

 65歳以上の者であって、心身又は環境上の理由及び経済的理由により、家庭にお

いて養護を受けることが困難な者を養護老人ホームに入所委託します。 
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（２）災害対策、感染症対策の推進 

■現状と課題解決に向けて 

ひとり暮らし高齢者等が災害発生時に、近所の人や支援者から援助を受けるため、

必要な個人情報を登録台帳に整備して地域支援者に提供し、地域内で安心安全に暮

らすことができる地域づくりを推進します。 

また、近年の災害の発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行などを踏まえ、

県、介護事業所等と連携し防災や感染症対策について周知・啓発、研修、訓練など

を実施します。 

 

■具体的な取り組み 

○災害時避難行動要支援者登録制度 

 障がい者、ひとり暮らし高齢者などが、災害時に地域内で安心安全に暮らせるよ

う「要支援者」として台帳に登録し、災害時における避難誘導・安否確認等を地域

の中で受けられるようにします。 
 

○介護事業所等との連携 

 介護事業所等における災害時等の避難確保計画等を確認し、災害の種類別に避難

に要する時間や避難経路等の確認を促します。 

 また、介護事業所等が行う避難訓練に防災担当課とともに参加し、訓練に対する

助言等を行い、非常時に適切な避難が行えるように支援します。 

介護事業所等が所在する地区の住民と共同で避難訓練を実施し、日頃から関係づ

くりができるよう検討します。 
 

○災害時の避難所確保 

 本町では、災害等で避難した人が一定期間生活する施設として 17 か所「指定避

難所」を指定しています。また、災害の危険から命を守るために緊急的に身の安全

を確保する場所として 89か所「指定緊急避難場所」を指定しています。 

 また、福祉避難所として、町内 18 介護事業所等と協定を締結し、災害発生時に

障がい者、ひとり暮らし高齢者などの対応が可能な避難場所として、適切に対応で

きる体制を整備しています。 
 

〇業務継続計画（ＢＣＰ）の作成 

令和３年に介護報酬改定において介護事業者に対して、業務継続計画（BCP）の

策定が義務化され令和６年４月から全ての介護事業所において BCP の運用が始ま

ります。感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継

続的に提供されるよう必要に応じて実行力の高い計画となるよう各事業所の計画
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の見直し等の助言や指導を行っていきます。 

 

（３）介護サービス基盤の充実 

■現状と課題解決に向けて 

在宅生活が困難な要介護高齢者等が安心して暮らせる生活の場を提供するため、

令和４年度に地域密着型特別養護老人ホームを１か所整備しました。 

介護施設・事業所整備については、現在の事業所等を維持していきますが、今後、

要介護者が適切なサービスを受けられるよう町の情勢を考慮しながら対応するよ

う努めます。 

 

■具体的な取り組み 

○在宅生活の継続を支える介護サービスへの支援【拡充】 

 認知症高齢者の増加が見込まれることから、既存の認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）の定員増に対し、整備への支援を進めていきます。 

 小規模多機能型居宅介護の機能に訪問看護の機能を付した看護小規模多機能型

居宅介護の整備について、事業者の整備意向等を踏まえながら、必要な介護サービ

スの提供が行われるよう推進していきます。 

【地域密着型サービスの事業所数と定員総数の見込み】 

 
 

（４）介護保険サービスの質の向上と適正化 

■現状と課題解決に向けて 

生産年齢人口の減少による介護分野の人材確保が困難になっている中、介護サー

ビスの質を確保しながら必要なサービス提供が行えるよう、人材の確保と質の向上

に取り組んでいくことが不可欠です。 

介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、必要とするサービスを事業者が適

切に提供するよう促すことが重要であり、介護給付の適正化を図り利用者に対する

適切な介護サービスを確保し、介護給付費や介護保険料の増大を抑制します。 

国においても、効果的・効率的に事業を実施するため、給付適正化主要５事業を

３事業に再編する方針が示されたことから、町においても３事業に再編して実施す

令和6年度令和7年度令和8年度令和6年度令和7年度令和8年度

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）
4 4 4 63 63 72

介護老人福祉施設入居者生活介護

（特別養護老人ホーム）
1 1 1 29 29 29

小規模多機能型居宅介護 2 2 2 54 54 54

事業所数
サービス種別

定員総数
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るとともに、効果的・効率的な方法について検討していきます。 

 

■具体的な取り組み 

○介護人材の確保に向けた取り組み 

 介護サービスの質を確保しながらサービス提供が行えるよう、鳥取県と連携し介

護人材の確保に取り組みます。 
 

○事業所への指導及び監査 

事業所への指導及び監査は、国・県主催の研修への参加に加え、鳥取県や専門職

と連携し、担当職員のスキルアップに努めます。 

地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対しては、町が直接指導を

行い、それ以外の町内の介護保険サービス提供事業者については、県との合同監査

指導により計画的に指導監査を行っていきます 
 

○介護給付適正化事業 

①介護認定の適正化 

 適正な認定調査を行うため、認定調査員へ県主催の研修への参加を促すとともに、

認定調査の点検を行い、不備があれば調査員へ確認します。 
 

②ケアプランの点検、住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調査 

 利用者の自立支援に資する適切なケアプランの推進のために、ケアプランの点検

を行います。住宅改修と福祉用具購入・貸与について、必要性や利用状況などにつ

いて点検を行い、適切な利用を進めます。 
 

③医療情報との突合・縦覧点検 

 鳥取県国民健康保険団体連合会と連携し、医療情報との突合及び縦覧点検を実施

し、介護報酬請求の適正化を進めます。 

 

（５）介護保険制度の運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 

■現状と課題解決に向けて 

介護保険事業計画・高齢者福祉計画において目標を設定し、目標に向けた各事業

の計画を策定します。介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進会議及び地域包括支

援センター運営協議会等において達成状況など事業評価し、結果を基に目標達成に

向けて必要な改善を行います。 

 

■具体的な取り組み 

○介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進会議の開催 
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 介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定や進捗管理、高齢者福祉の推進に関す

る必要な事柄について協議を行います。 
 

○地域包括支援センター運営協議会の開催 

 地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域包括支援センターの事業を中

立・公正な立場で評価を行い、必要な事柄について協議を行います。 
 

○保険者機能強化推進交付金の活用 

 介護予防・重度化防止等に関する市町村の取り組みを支援することを目的に創設

された交付金で、町の行っている事業について自己評価を行い、その評価結果によ

り交付金を受けることができます。介護予防事業のほか、高齢者の健康づくりに関

する新規、拡充事業に活用していきます。 
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第４章 介護保険事業の見込みと介護保険料 

 

１ 高齢者数と要介護認定者数の推計 

（１）高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第１号被保険者数の推計 

（単位：人） 

  

  

第８期実績 第９期計画 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

65 歳～74歳 2,587 2,538 2,413 2,443 2,397 2,347 

75 歳～84歳 1,507 1,580 1,689 1,695 1,752 1,813 

85歳以上 1,158 1,124 1,099 1,107 1,101 1,105 

合 計 5,252 5,242 5,201 5,245 5,250 5,265 

（資料）実績：介護保険事業状況報告 月報（各年度 9 月分） 

 

（３）第１号被保険者要介護認定者数の推計 

（単位：人） 

  

  

第８期実績 第９期計画 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

要支援１ 40 33 40 42 42 44 

要支援２ 103 90 87 87 87 87 

要介護１ 198 191 209 210 211 217 

要介護２ 232 260 245 238 236 239 

要介護３ 155 164 153 150 152 154 

要介護４ 137 132 125 123 120 122 

要介護５ 88 93 94 96 98 98 

合 計 953 963 953 946 946 961 

認定率 18.1% 18.4% 18.3% 18.0% 18.0% 18.3% 

（資料）実績：介護保険事業状況報告 月報（各年度 9 月分） 

推計：人口推計を基に介護保険「見える化」システムを用いて推計 

 

（単位：人・％）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度

人口 比率 人口 比率 人口 比率 人口 比率 人口 比率

総人口 15,569 - 15,441 - 15,332 - 14,870 - 14,262 -

40～64歳 5,004 32.1 4,953 32.1 4,911 32.0 4,743 31.9 4,556 31.9

65歳以上 5,245 33.7 5,250 34.0 5,265 34.3 5,320 35.8 5,220 36.6

（資料）介護保険「見える化」システムを用いて推計



- 32 - 

 

２ 介護保険サービス利用の見込量と給付費の見込み 

（１）介護サービス 

 

 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

（１）居宅サービス

給付費（千円） 53,972 54,041 54,041 54,897 67,492

回数（回） 1,522.0 1,522.0 1,522.0 1,544.4 1,905.9

人数（人） 59 59 59 61 74

給付費（千円） 3,126 3,130 3,130 3,130 3,955

回数（回） 20.1 20.1 20.1 20.1 25.4

人数（人） 4 4 4 4 5

給付費（千円） 25,557 25,590 25,590 25,057 30,587

回数（回） 392.7 392.7 392.7 386.0 469.6

人数（人） 49 49 49 48 59

給付費（千円） 9,714 9,726 9,726 9,305 11,109

回数（回） 281.3 281.3 281.3 270.3 322.1

人数（人） 23 23 23 22 26

給付費（千円） 1,900 1,903 1,903 1,903 2,331

人数（人） 14 14 14 14 17

給付費（千円） 284,421 284,781 284,781 286,544 348,017

回数（回） 3,097.0 3,097.0 3,097.0 3,143.7 3,802.3

人数（人） 216 216 216 221 266

給付費（千円） 109,156 109,295 109,295 110,111 135,096

回数（回） 1,058.0 1,058.0 1,058.0 1,068.4 1,304.8

人数（人） 114 114 114 115 140

給付費（千円） 65,411 65,494 65,494 58,782 72,290

日数（日） 705.2 705.2 705.2 631.1 777.0

人数（人） 34 34 34 31 38

給付費（千円） 16,487 16,508 16,508 13,909 17,767

日数（日） 124.4 124.4 124.4 105.8 134.6

人数（人） 16 16 16 14 18

給付費（千円） 42,232 42,232 42,232 41,254 50,889

人数（人） 259 259 259 259 316

給付費（千円） 932 932 932 932 932

人数（人） 3 3 3 3 3

給付費（千円） 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020

人数（人） 4 4 4 4 4

給付費（千円） 11,441 11,456 11,456 11,456 11,456

人数（人） 5 5 5 5 5

（２）地域密着型サービス

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 8,783 8,794 8,794 8,794 8,794

回数（回） 88.8 88.8 88.8 88.8 88.8

人数（人） 5 5 5 5 5

給付費（千円） 0 0 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 74,197 74,291 74,291 75,379 86,321

人数（人） 33 33 33 34 39

給付費（千円） 193,393 193,637 221,208 221,208 221,208

人数（人） 63 63 72 72 72

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 70,323 76,307 76,307 76,746 76,307

人数（人） 23 25 25 25 25

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

（３）施設サービス

給付費（千円） 225,563 225,849 225,849 236,179 280,664

人数（人） 66 66 66 69 82

給付費（千円） 544,126 544,815 544,815 565,014 667,300

人数（人） 156 156 156 162 191

介護医療院 給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 63,605 63,728 64,039 68,173 82,710

人数（人） 378 378 380 405 490

合計 給付費（千円） 1,807,359 1,815,529 1,843,411 1,871,793 2,178,245
※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

訪問介護
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（２）介護予防サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度
（１）介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 2,317 2,319 2,319 2,319 2,729

回数（回） 50.2 50.2 50.2 50.2 58.8

人数（人） 6 6 6 6 7

給付費（千円） 1,577 1,579 1,579 1,579 1,895

回数（回） 44.0 44.0 44.0 44.0 52.8

人数（人） 5 5 5 5 6

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 17,313 17,335 17,335 18,633 20,162

人数（人） 39 39 39 42 45

給付費（千円） 327 328 328 328 328

日数（日） 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

人数（人） 1 1 1 1 1

給付費（千円） 0 0 0 0 0

日数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 4,511 4,511 4,576 4,872 5,227

人数（人） 58 58 59 63 67

給付費（千円） 412 412 412 412 412

人数（人） 1 1 1 1 1

介護予防住宅改修 給付費（千円） 1,635 1,635 1,635 1,635 1,635

人数（人） 2 2 2 2 2

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

（２）地域密着型介護予防サービス

給付費（千円） 0 0 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数（人） 0 0 0 0 0

給付費（千円） 4,608 4,614 4,614 4,614 5,714

人数（人） 5 5 5 5 6

給付費（千円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費（千円） 4,114 4,119 4,230 4,559 4,778

人数（人） 75 75 77 83 87

合計 給付費（千円） 36,814 36,852 37,028 38,951 42,880
※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防福祉用具貸与

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導
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３ 地域支援事業の見込み 

（１）地域支援事業利用者の見込み 

 
 

（２）地域支援事業費の見込み 

 

総合事業

事業名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度

 介護予防訪問介護相当サービス （人/月） 20 20 20

 介護予防通所介護相当サービス （人/月） 65 65 65

 筋力トレーニング （延人数/年） 1,536 1,536 1,536

 ミニデイサービス （延人数/年） 1,152 1,152 1,152

 元気アップ筋力トレーニング教室 （延人数/年） 1,152 1,152 1,152

 脳活教室 （延人数/年） 576 576 576

(回数） 3 3 3

（延人数） 200 200 200

(回数） 32 32 32

（延人数） 360 360 360

 地域介護予防活動支援（補助金サロン） 団体数 18 20 22

包括的支援事業・任意事業

事業名 単位 令和6年度 令和7年度 令和8年度

総合相談 （回/年） 600 600 600

食の自立支援 （食/年） 4,000 4,000 4,000

温泉トレーニング助成 （人/年） 20 20 20

家族介護用品給付 （人/年） 7 7 7

成年後見制度利用援助事業 （人/年） 6 6 6

（回数） 2 2 2

（延人数） 60 60 60

家族介護者交流事業 （延人数/年） 48 48 48

認知症高齢者等事前登録制度 （人/年） 5 5 5

認知症高齢者等位置情報機器利用助成 （人/年） 3 3 3

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 （延人数） 12 14 16

認知症サポーター養成 （延人数/年） 50 60 70

認知症早期発見検査（タッチパネル） （延人数/年） 400 400 400

 介護予防講演会

 介護予防教室

権利擁護研修

令和6年度 令和7年度 令和8年度

介護予防・日常生活支援総合事業費 37,850,123 37,850,123 37,850,123

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
及び任意事業費

10,167,000 10,167,000 10,167,000

包括的支援事業（社会保障充実分） 7,001,000 7,001,000 7,001,000

合計 55,018,123 55,018,123 55,018,123
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４ 第 1号被保険者の介護保険料 

（１）介護保険料の算定の流れ 

  第９期介護保険事業計画期間中における保険料については、下記の過程で介護

保険サービス事業量及び第１号被保険者の保険料額を推計します。 

 

【介護保険料の算定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要支援・要介護認定者数の推計 

被保険者に対する要介護（要支援）認定者数（認定率）の動向を勘案して認定

者数を推計します。 

③ 施設・居住系サービスの見込み量の推計 

  介護保険４施設サービスと居住系サービスの利用者数について、過去３年間の給

付実績を分析・評価して見込み量を推計します。 

④ 在宅サービス等の見込み量の推計 

  過去３年間の給付実績を分析・評価して見込み量を推計します。 

⑤ 地域支援事業費の見込み量の推計 

  介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業費、任意事業費を見込み、

地域支援事業費に係る費用を推計します。 

⑥ 保険料の推計 

 上記①～⑤の過程を経て、保険料を設定します。 

① 人口の推計 

令和６年度～８年度までの第１号被保険者数（65歳以上）・第２号被保険者数 

（40歳～64歳）を推計します。 
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（２）介護保険の財源構成 

 介護保険事業を運営するために必要となる費用は、保険給付費（在宅サービス、

施設サービス）のうち半分を第１号被保険者（65 歳以上の方）と第２号被保険者

（40歳以上 65歳未満の医療保険加入者）の介護保険料で、残りの半分を公費（国・

県・町）で賄っています。 

 一方、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業は、半分が保険料、

半分が公費負担ですが、包括的支援事業と任意事業については、第２号被保険者の

負担がなく、不足分を公費負担で賄います。 
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（３）介護保険料の設定 

第 1号被保険者の保険料段階については、負担能力に応じた設定となるよう、保

険料段階を 15 段階に設定しています。第１段階から第３段階については、引き続

き公費による保険料の軽減強化を図ります。 

保険料額については、令和６年度から令和８年度までの介護（予防）給付費及び

地域支援事業費、高額介護サービス費等の推計、所得段階別第１号被保険者数の予

測、国が示す保険料算定に必要な係数を基に保険料を設定しました。基準となる第

５段階の保険料は月額 6,740円（第８期：6,200円・540円の増額・上昇率：8.71％）

となります。 

 

保険料
段階

保険料率 保険料年額

基準額×0.455 36,800円

80万円以下
（軽減後 0.285） (23,000円)

基準額×0.685 55,400円
（軽減後 0.485） (39,200円)

基準額×0.69 55,800円
(軽減後 0.685） (55,400円)

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円

第５段階
（基準額）

80万円超 基準額×1 80,900円

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 105,100円

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 121,300円

第９段階
320万円以上
420万円未満

基準額×1.7 137,500円

第10段階
本人が
町民税課税

前年の合計
所得金額

420万円以上
520万円未満

基準額×1.9 153,700円

第11段階
520万円以上
620万円未満

基準額×2.1 169,800円

第12段階
620万円以上
720万円未満

基準額×2.3 186,000円

第13段階
720万円以上
820万円未満

基準額×2.4 194,100円

第14段階
820万円以上
1000万円未満

基準額×2.5 202,200円

第15段階 1000万円以上 基準額×2.7 218,400円

第３段階 120万円超

本人が
町民税非課税

対象者

第１段階

本人及び世帯全
員が町民税非課
税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

課税年金収
入額と前年
の合計所得
金額の合計

第２段階
80万円超

120万円以下
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【保険料上昇の要因】 

①高齢者数及び高齢化率の上昇に伴い、在宅サービスから施設サービスを利用する

者の増加が見込まれるためサービス量の増加を見込んでいます。 

②介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の待機者が 30 人（令和５年４月１日

現在）あることや在宅生活が困難な要介護者の増加予測を踏まえ、第 8期計画期

間中に整備を行った地域密着型特別養護老人ホーム（定員 29 名）への入所者数

が増加すると見込んでいます。 

③既存の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備により入所者数が増

加すると見込んでいます。 

④令和６年度の介護報酬改定に伴う改定率（一律 1.59％増）を反映しました。 

⑤介護給付費等準備基金を 70,000 千円を取り崩し、保険料の上昇抑制に活用しま

す。 
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資料編 

 

 

用  語 解  説 

ＳＤＧｓ 

（エス・ディー・ジーズ） 

Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標 

2015年 9月の国連サミットで採択された 2030年までの長期

的な開発の指針「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

の中核をなす国際社会共通の目標。持続可能な世界を実現す

るための 17 の目標と細分化された 169 のターゲットから構

成されており、地球上の「誰一人取り残さない」社会の実現

を目指すもの。 

日常生活圏域 高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生

活を継続できるように、地理的条件・人口・交通事情等を勘

案しながら、地域の特性に応じて市町村を区分したもの。湯

梨浜町においては全町域を一つの日常生活圏域として設定。 

地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・

予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく一体的に提供

される仕組みのこと。 

在宅医療・介護連携 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで

きるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するた

め、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係

者による会議の開催、在宅医療・介護連携に関する相談受付、

在宅医療・介護関係者の研修等の取り組みを実施するもの。 

地域ケア会議 個別事例の検討を通じて、他職種協働による高齢者の自立支

援のためのケアマネジメント支援を行うものです。また、個

別事例検討の中で明らかとなった地域課題については、町レ

ベルの地域ケア推進会議において課題解決へとつなげてい

くもの。 

地域共生社会 高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの

制度・分野の枠や、「支える側」、「ささえられる側」という

従来の関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が

事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域をともに創っていく社会のこと。 

インフォーマルサービス 公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォ

ーマルサービス）に対し、家族、近隣住民、友人、ボランテ

ィアなどによって提供される制度に基づかない援助。 

用 語 の 解 説 
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成年後見制度 認知症や知的障がい、発達障がい等の理由で自分では判断す

ることが難しい人について、家庭裁判所によって選任された

成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら財産の管理や福

祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援す

る制度。 

生活支援コーディネータ

ー 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくこと

を目的に、地域において生活支援等サービスの提供体制の構

築に向けたコーディネートを行うもの。 

認知症地域支援推進員 認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けるこ

とができるよう、医療機関、介護サービス事業所、地域の支

援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援す

るための相談業務等を行うもの。 

認知症初期集中支援チー

ム 

複数の専門職が認知症の疑われる人、認知症の人とその家族

を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断等をふまえて、観

察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括

的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うもの。 

とっとり方式認知症予防

プログラム 

日本財団との共同プロジェクトで、平成 28 年度から鳥取大

学・伯耆町・鳥取県が協力し、本県独自に開発したプログラ

ムで、「運動」「座学」「知的活動」を組み合わせた一連のサ

イクルを、週 1 回、2時間継続して行うことで認知機能と身

体機能の維持・改善を図るもの。 

デジタルデバイト 情報通信技術(IT)の恩恵を受けることのできる人とできな

い人の間に生じる格差「情報格差」。 

介護予防・日常生活支援総

合事業 

従来、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護により提供さ

れていた専門的なサービスに加え、住民等が主体となって行

う多様なサービスや、住民主体の介護予防活動の育成及び支

援を行う一般介護予防事業の充実を図り、要支援者等に対す

る効果的かつ効率的な支援を可能とし、地域の支え合いの体

制作りを推進するもの。 

 

介護保険サービスの解説  

居宅介護サービス（要介護の方が利用）  

訪問介護  訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問して、介護や家

事など日常生活上の世話を行う。  

訪問入浴介護  簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問して、在宅での

入浴の介助を行う。  

訪問看護  訪問看護ステーション、病院等から看護師などが家庭を訪問

し、療養上の世話や診療の補助を行う。  

訪問リハビリテーション  理学療法士・作業療法士等が家庭を訪問して、日常生活の自

立を助けるための機能訓練を行う。  
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居宅療養管理指導  医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して、療養上の指導

等を行う。  

通所介護  デイサービスセンター（日帰り介護施設）等に通い、食事・

入浴の提供や日常動作訓練等を受けられる。  

通所リハビリテーション  介護老人保健施設や医療施設等に通い、理学療法士や作業療

法士等による機能訓練等を受けられる。  

短期入所生活介護  特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・食事等の日常

生活上の世話や機能訓練等を受けられる。  

短期入所療養介護  介護老人保健施設等に短期間入所し、看護や医学的管理下で

の介護・機能訓練等を受けられる。  

特定施設入居者生活介護  有料老人ホームやケアハウス等（地域密着型特定施設を除

く。）に入居している方が、ケアプランにもとづき日常生活

上の世話や機能訓練等を受けられる。  

福祉用具貸与  車いすや特殊ベッド等日常生活の自立を助けるための指定

された福祉用具を借りられる。  

特定福祉用具購入費  腰掛便座や入浴補助用具などの特定（介護予防）福祉用具購

入費を支給する。1年間（4月～翌年 3月）に 10万円が上限

となっている（自己負担あり）。  

 

 

介護予防サービス（要支援の方が利用） 

介護予防訪問入浴介護  介護予防を目的として、簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で

家庭を訪問して、在宅での入浴の介助を行う。  

介護予防訪問看護  介護予防を目的として、訪問看護ステーション、病院等か

ら看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助

を行う。  

介護予防訪問リハビリテー

ション  

介護予防を目的として、理学療法士・作業療法士等が家庭

を訪問し、日常生活の自立を助けるための機能訓練を行う。  

介護予防居宅療養管理指導  介護予防を目的として、医師・歯科医師・薬剤師等が家庭

を訪問して、療養上の指導等を行う。  

介護予防通所リハビリテー

ション  

介護予防を目的として、介護老人保健施設や医療施設等に

通い、理学療法士や作業療法士等による機能訓練等を受け

られる。  

介護予防短期入所生活介護  介護予防を目的として、特別養護老人ホーム等に短期間入

所し、入浴・食事等の日常生活上の支援や機能訓練等を受

けられる。  

介護予防短期入所療養介護  介護予防を目的として、介護老人保健施設等に短期間入所

し看護や医学的管理下での介護・機能訓練等を受けられる。  
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介護予防特定施設入居者生

活介護  

介護予防を目的として、有料老人ホームやケアハウス等に

入居している方が、ケアプランにもとづき日常生活上の支

援や機能訓練等を受けられる。  

介護予防福祉用具貸与  介護予防を目的として、車いすや特殊ベッド等日常生活の

自立を助けるための指定された福祉用具を借りられる。  

特定介護予防福祉用具購入

費  

介護予防を目的として、腰掛便座や入浴補助用具などの特

定（介護予防）福祉用具購入費を支給する。1年間（4月～

翌年 3月）に 10 万円が上限となっている（自己負担あり）。  

 

 

地域密着型介護サービス（要介護の方が利用）  

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護  

介護保険制度の改正で平成 24年度から創設され、1日複数

回の定期訪問と随時対応を組み合わせた介護と看護を一体

的に受けられる。  

夜間対応型訪問介護  夜間の定期的な巡回家庭訪問や利用者の通報に応じた随時

の家庭訪問により、入浴、排せつ食事などの日常生活上の

世話を受けられる。  

認知症対応型通所介護  認知症の状態にあり介護を必要とする方が、デイサービス

センター等に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練等を

受けられる。  

小規模多機能型居宅介護  「通い」を中心として、様態や希望に応じ、随時「家庭訪

問」や「泊まり」を組み合わせ、入浴、排せつ、食事など

の世話や機能訓練等を受けられる。  

看護小規模多機能型居宅介

護 

通所介護（デイサービス）、訪問介護、短期入所（ショート

ステイ）の３つの介護サービスに訪問看護の機能を加え、

看護と介護を一体的行うサービス。 

認知症対応型共同生活介護  認知症の状態にあり介護を必要とする方が、少人数で共同

生活を行う住居で、食事・入浴・排せつ等日常生活上の世

話や機能訓練等を受けられる。  

地域密着型特定施設入居者

生活介護  

入居定員が 29 人以下の有料老人ホームやケアハウス等に

入居している方が、ケアプランにもとづき日常生活上の世

話や機能訓練等を受けられる。  

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 （地域密

着型特別養護老人ホーム） 

食事や排せつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が困難

な方が入所する定員 29人以下の特別養護老人ホーム。原則

として施設がある市町村で暮らす人だけが利用することが

できる。食事、入浴、排せつ等日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理等が受けられる。 
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複合型サービス 複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせ

て、１つの事業所で一体的なサービスが受けられる。現在

は「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」の組み合わ

せが提供可能なサービスとして定められている。 

地域密着型通所介護 通所介護と同様にデイサービスセンター（日帰り介護施設）

等に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練等を受けられ

る。平成 28 年度から定員 18 人以下の小規模通所介護が地

域密着型に移行した。 

 

 

地域密着型介護予防サービス（要支援の方が利用）  

介護予防認知症対応型通所

介護  

介護予防を目的として、認知症の状態にあり介護を必要と

する方が、デイサービスセンター等に通い、食事・入浴の

提供や日常動作訓練等を受けられる。  

介護予防小規模多機能型居

宅介護  

介護予防を目的として、「通い」を中心として、様態や希望

に応じ、随時「家庭訪問」や「泊まり」を組み合わせ、入

浴、排せつ、食事などの支援や機能訓練等を受けられる。  

介護予防認知症対応型共同

生活介護  

介護予防を目的として、認知症の状態にあり介護を必要と

する方が、少人数で共同生活を行う住居で、食事・入浴・

排せつ等日常生活上の支援や機能訓練等を受けられる。  

 

 

施設サービス（要介護の方が利用）  

介護老人福祉施設（介護福祉

施設サービス）  

（特別養護老人ホーム） 

食事や排せつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が困難

な方が入所する定員 30 人以上の特別養護老人ホーム。食

事、入浴、排せつ等日常生活上の世話、機能訓練、健康管

理等が受けられる。 

介護老人保健施設（介護保健

施設サービス）  

病状が安定し、自宅に戻れるようリハビリに重点を置いた

ケアが必要な方が入所する。医学的管理下での介護、機能

訓練、日常生活の介助等が受けられる。  

介護療養型医療施設（介護療

養施設サービス）  

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のため

の、医療機関の病床。介護に重点を置いた医療、療養上の

管理、看護等が受けられる。医療と介護の役割を明確化す

る観点から、令和６年度末で廃止され、介護医療院に移行

予定。 

介護医療院（介護保険法上の

介護保険施設だが、医療法上

では医療提供施設） 

慢性期の医療・介護ニーズに対応した「日常的な医学管理

が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等

の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設で、

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上

の世話（介護）」が一体的に提供される。 
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住所地特例 

 

 

 

介護保険の被保険者であった方が市町村外へ転出（住民票

を異動）し、転出と同時に特別養護老人ホームや介護老人

保健施設、グループホーム等の介護保険施設等へ入所（住

民票住所も施設へ異動）した場合、引き続き施設入所前の

市町村が介護保険の保険者となるという制度。この場合介

護保険料の徴収や要介護・要支援の認定、介護サービス（給

付）については、施設入所前の市町村が引き続き行う。 

 

 

ケアマネジメント  

居宅介護支援  居宅サービス（自宅などで受けられる介護サービス）を適

切に受けられるように、介護支援専門員が要介護者の心身

の状況や環境を考慮しながら本人や家族の希望をもとに、

サービスの種類・内容や回数を定めた「居宅サービス計画」

を作成する（自己負担はなし）。  

介護予防支援  介護予防サービス及び総合事業の介護予防・生活支援サー

ビスを適切に受けられるように、原則として担当する「地

域包括支援センター」で、要支援者の心身の状況や環境を

考慮しながら本人や家族の希望をもとに、サービスの種

類・内容や回数を定めた「介護予防サービス計画」を作成

する（自己負担はなし）。  

 

 

その他  

居宅介護住宅改修費支給  要介護者を対象に、手すりの取り付け・段差の解消等定め

られた種類の小規模な住宅改修費用を支給。１被保険者１

住宅 20 万円が上限となっている（自己負担あり）。  

介護予防住宅改修費支給  要支援者を対象に、介護予防を目的として、手すりの取り

付け・段差の解消等定められた種類の小規模な住宅改修費

用を支給。１被保険者１住宅 20 万円が上限となっている

（自己負担あり）。  

特定入所者介護サービス費

（負担限度額認定） 

介護保険施設入所者で、所得や資産等が一定以下の人に対

して、居住費と食費の自己負担額が軽減され、介護保険か

ら支給される。サービス費の利用には、負担限度額認定を

受ける必要があるため、市町村への申請が必要。 

高額介護サービス費 介護サービスを利用する場合、１カ月に支払った利用者負

担の合計が月の負担上限額を超えたときに、超えた分が払

い戻される制度。 
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介護予防・日常生活支援総合事業の解説 

介護予防・生活支援サービス事業（要支援の方及び総合事業対象者の方が利用） 

介護予防訪問介護相当サ

ービス（訪問型サービス） 

護予防を目的として、訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭

を訪問して、介護や家事など日常生活上の支援を行う。  

介護予防通所介護相当サ

ービス（通所型サービス） 

介護予防を目的として、デイサービスセンター（日帰り介護

施設）等に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練等を受け

られる。 

筋力トレーニング 理学療法士の指導の下、高齢者向けのマシンを活用し高齢者

の動作性・体力の維持を図る。 

ミニデイサービス 閉じこもりがちな人に、集団によるレクリエーションや運動

指導・機能訓練を行い、閉じこもりや物忘れなどを予防する。 

介護予防ケアマネジメン

ト 

介護予防及び日常生活支援を目的として、心身の状況や環境

を考慮しながら本人や家族の希望をもとに、介護予防・生活

支援サービスのほか、一般介護予防事業やインフォーマルサ

ービスも含め要支援者等の状態にあったサービスを適切に

受けられるように、原則として担当する「地域包括支援セン

ター」で、サービスの種類・内容や回数を定めた「介護予防

サービス計画」を作成する（自己負担はなし）。 

 

 

一般介護予防事業（主に 65歳以上高齢者が対象） 

介護予防把握事業 65 歳以上の方を（既に介護認定済みの方等を除く）対象に

フレイル度チェックリストを実施し、総合事業等対象者の把

握を行う。  

介護予防普及啓発事業 介護予防講演会の開催や各地区において介護予防教室を行

う。 

地域介護予防活動支援事

業 

ボランティアとして地域の自主的な介護予防や健康づくり

活動の指導や支援を行っていく介護予防・健康づくりリーダ

ー（ゆりりんメイト）養成講座の開催、地域での介護予防活

動を推進するための短期集中ゆりりんサロンの実施および

その活動を支援するための地域介護予防活動支援補助金の

交付を行う。 

元気アップ筋力トレーニ

ング教室 

65 歳以上の方を対象に理学療法士の指導の下、高齢者向け

のマシンを活用し高齢者の動作性・体力の向上を図る。 

脳活教室 軽度認知障害の方を対象とした運動・知的活動・座学を効果

的に組み合わせ、認知症状の低下を予防する。 
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１ 調査の目的 

高齢者の健康状態や日常生活の実態を把握し、これからの施策の改善及び展開、

充実を図ることを目的としています。 

 

２ 調査対象者 

施設に入所していない 65歳以上の方で、要介護認定を受けていない方 

（要支援認定及び事業対象者は調査対象） 

 

３ 調査方法と期間 

調査方法：郵送による配布・回収 

調査期間：令和５年２月～令和５年３月 

 

４ 回収結果 

調査件数 ：4,311件  回収件数 ：2,941件  回収率：68.2％ 

 有効回答数：2,454件  有効回答率：56.9％ 

  

日常生活についてのアンケート調査 
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５ 主な設問の結果   ※（  ）内は前回調査結果 

 

（１）家族や生活状況について 

○家族構成 

「息子・娘との２世帯」が、羽合地域 27.0%（30.8％）、東郷地域 30.4%（32.4%）、

泊地域 30.8%（31.6%）となっています。「一人暮らし」、「夫婦 2人暮らし（配偶者

65歳以上）」といった高齢世帯は全地域で見ると 46.1％（42.5％）でした。 

 

 

 

○介護・介助の必要性 

「介護・介助の必要はない」が羽合地域 90.9%（88.9%）、東郷地域 89.0%（87.2%）、

泊地域 89.9%（88.0%）と、どの地域でも多い結果となりました。 
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○現在の暮らしの状況 

「ふつう」が、羽合地域 55.9%（57.6%）、東郷地域 57.4%（60.9%）、泊地域 54.9%

（59.4%）とどの地域でも多く、「大変苦しい」「やや苦しい」は全地域で 28.6％

（22.2％）でした。「大変ゆとりがある」「ややゆとりがある」は全地域で 4.6％（5.4%）

でした。 

  

 

（２）からだを動かすことについて 

○椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がりができるか 

「できるし、している」が羽合地域 74.8%（69.4%）、東郷地域 73.4%（69.9%）、

泊地域 73.7%（66.2.%）とどの地域でも一番多く、「できるけど、していない」を

合わせると、87.1％（80.4％）以上の方が立ち上がりはできると答えておられます。 
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○15分位続けて歩いているか 

「できるし、している」が羽合地域 73.2%（66.2%）、東郷地域 69.5%（60.2%）、

泊地域 68.4％（59.5%）とどの地域でも一番多く、「できるけど、していない」を

合わせると、89.1％（84.5％）の方が元気に歩けておられます。 

 

 

 

（３）食べることについて  

○歯の数と入れ歯の利用状況 

「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」が羽合地域 42.5%（43.3%）、東郷

地域 44.8%（45.2%）、泊地域 52.5%（45.9%）とどの地域でも一番多いですが、２０

本以上あるという方も、全地域で 39.4％（34.4％）ありました。 
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○誰かと食事をともにする機会があるか 

「毎日ある」が羽合地域 58.9%（58.8%）、東郷地域 60.5%（57.0%）、泊地域 64.8%

（58.4%）とどの地域でも一番多く、「年に何度かある」「ほとんどない」を合わせ

た孤食傾向の方が、全地域で 17.7％（17.1％）ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）毎日の生活について 

○物忘れが多いと感じるか 

「はい」が、羽合地域 32.4%（28.3%）、東郷地域 32.2%（29.4%）、泊地域 30.8%

（29.6%）で、それぞれの地域で３割以上の方が「物忘れが多いと感じている」と

の回答でした。 
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○今日が何月何日かわからない時があるか 

「はい」が羽合地域 21.6%（20.0%）、東郷地域 21.3%（21.6%）、泊地域 21.2%（23.4%）

と、それぞれの地域で２割以上の方が「わからない時がある」との回答でした。 

 

 

 

（５）地域での活動について 

○ボランティアグループの参加頻度 

年数回以上の参加頻度の割合を見ると、羽合地域 24.7％（24.8%）、東郷地域

31.3％（28.4%）、泊地域 30.6％（29.6%）となっています。全地域で見ると 28.3％

（27.1％）となっておりわずかに増えた結果となりました。 

 

○地域住民の有志による地域活動に参加者として参加したいか 

全地域で見ると、「是非参加したい」5.2%（4.6%）と「参加してもよい」43.7%

（39.1%）、さらに「既に参加している」7.0％（5.7%）と回答された人を合わせる

と、55.9％（49.4％）で半数以上の方が「参加の意思はある」という結果となりま

した。 
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○地域住民の有志による地域活動に世話役として参加したいか 

 全地域で見ると「参加したくない」が 55.9%（50.4%）で、半数以上の方が世話

役としては「参加したくない」という結果となりました。 

 

 

 

（６）たすけあいについて 

○あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人（いくつでも） 

全地域で一番多いのは配偶者で、53.9％（32.6％）の方があげておられます。続

いて友人 41.9％（35.1％）、兄弟姉妹・親戚・親・孫 37.5％（32.6％）と続きます

が、前回に比べ配偶者に聞いてもらうという方が多くなっています。また、聞いて

くれる人はいないと回答された方は 2,454人中 82人、3.3％（12.4％）で、前回よ

りかなり減っています。 
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○病気で寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（いくつでも） 

一番多いのは配偶者で 58.6％（55.2％）、同居の子ども 34.7％（34.3％）、別居

の子ども 28.9％（24.9％）が続きます。また、そのような人はいないと回答され

た方は 2,454人中 95人、3.9％（13.5％）で、前回よりかなり減っています。 

 

 
 

 

（７）健康について  

○あなたは、現在どの程度幸せですか 

（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を１０点として回答） 

男性、女性とも、歳をとっても幸福感を持ち続けておられることがわかります。

前回は、男性は多くの年代で６点台でしたが、全年代で７点台になっています。

女性の点数は、おおよそ持続されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年代の平均値）

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 未回答 計

7.49 7.52 7.45 7.37 7.33 7.36

（268人） （285人） （168人） （101人） （57人） （25人）

7.95 7.75 7.84 7.63 7.55 7.37

（228人） （281人） （188人） （173人） （89人） （78人）

男性 543人 2,454人

女性
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○現在治療中、または後遺症のある病気はありますか 

全体では「高血圧」が 2,454人中 1,031人、42.0％（36.4％）で最も高く、次い

で「高脂血症」「目の病気」、「糖尿病」、「筋骨格の病気」が続いています。また、

「ない」と答えられた方は 2,454人中 349人、14.2％（30.8％）となっており、大

幅に減っている一方、何らかの持病を抱えている方が多いことがわかります。 
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（９）インターネットの利用について （前回調査項目なし） 

○パソコン、スマートフォン、タブレットなどを使って、インターネットを利用し

ているか 

パソコンやスマートフォンなどを使ってインターネットを利用している人は、各

地域で 40％以上、そのうち 35％以上の方が自分一人で利用しておられます。 

年代別にみると、65～69歳で 65.6％、70～74歳で 44.5％の方が自分一人で利用

されています。75歳以上になると 50％以上の方が利用していない状況です。 

 

【地域別】 

 

【年代別】 
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○利用していない理由について教えてください（いくつでも） 

 「生活に必要ない」が、1,108 人中、511 人、46.1％で最も多く、次いで「必要

があれば家族に任せればよい」「使い方が分からない、難しい」「パソコン、スマホ

を持っていない」が続いています。 

 

 

【まとめ】 

今回の調査で、３年前の調査と比べ、生活水準や家庭環境及び地域コミュニティ

の考え方に大きな変化があったことがわかります。 

家族や生活状況については、経済的に不安を感じている人が多くなりました。こ

れは、昨今のエネルギー価格の上昇や物価高騰が影響しているものと思われます。 

 健康面では、コロナ禍における生活様式の変化等で「運動」「栄養・食事」「休養」

といった健康３大要素が意識づけられ、生活習慣を見直すために意識を変えていく

ことが必要です。 

 地域活動やたすけあいについては、家族同士のたすけあいは増えてきていますが、

相談相手は家族が中心となり、友人・地域住民の関わりが減ってきています。   

団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年以降は、高齢者の尊厳の保持と自立支援

を目的に「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供されることで、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、一

層地域包括ケアシステムの実現を構築していかなければなりません。 

 今回初めてアンケート調査を実施した「インターネットの利用状況」では、年齢

層が高くなるほど利用率は低く、必要性を感じないとの結果でした。 

急速に進む高齢化と社会のデジタル化に伴い、デジタルの恩恵を受けられる層と

受けられない層の情報格差をなくすため、高齢者のデジタルデバイト問題を解決す

る取り組みを進めていく必要があります。 

 

511  

442  

437  

82  

418  

52  

134  

197  

14  

0 100 200 300 400 500 600

生活に必要ない 

必要があれば家族に任せればよい 

使い方が分からない、難しい 

通信環境が整っていない 

ＰＣ，スマホを持っていない 

困ったときの相談先が分からない 

金銭的負担の増加 

トラブルやセキュリティ面の不安 

その他 

全地域 
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１ 調査の目的 

「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労の継続」に有効な介護サービス

のあり方を検討し、介護離職の観点も含めたサービス提供体制を検討することを目

的としています。 

 

２ 調査対象者 

在宅生活をしている高齢者で、介護認定を受けており、１回以上更新申請・区分

変更申請を行った方 

 

３ 調査方法と期間 

調査方法：担当介護支援専門員による聞き取り 

調査期間：令和４年５月～令和５年４月 

 

４ 回収結果 

調査件数 ：235件  回収件数 ：216件  回収率：91.9％ 

 有効回答数：216件  有効回答率：91.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅介護実態調査 
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５ 主な設問の結果 

（１）世帯類型 

「単身世帯」が 21.3%、「夫婦のみ世帯」が 16.2%、「その他」が 60.6%となって

います。 

 
 

 

（２）家族等による介護の頻度 

「ない」は 13.0%と少なく、「週１日以下」、「週 1～2 日」、「週 3～4 日」が合わ

せて 22.7%、「ほぼ毎日」が 60.6%となっており、83.3%の人が家族による介護を受

けています。 
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（３）主な介護者と本人との関係 

「配偶者」が 26.1%、「子」が 50.5%、「子の配偶者」が 16.0%となっており、在

宅介護は配偶者や子の夫婦によって行われている状況が読み取れます。 

 

 

 

（４）主な介護者の性別 

主な介護者は、「男性」が 33.5%であるのに対し、「女性」が 66.5%と多くなって

います。 
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（５）主な介護者の年齢 

「60代」が 39.9%と最も多く、「50代」が 20.7%、「70代」が 15.4%であるのに対

し、「20代」が 0.0%と最も少なく「30代」が 1.1%、「40代」が 8.0%となっており、

主な介護者の年齢層は 50代以降が多いという結果になりました。 

 

 

（６）主な介護者が行っている介護 (複数回答) 

「その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)」の割合が最も多く、86.2％となってお

り、次いで、「食事の準備（調理等）（75.0%）」、「金銭管理や生活面に必要な諸手続

き（75.0%）」、「外出の付き添い、送迎等（70.7%）」となっています。 
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（７）介護のための離職の有無 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が最も高く 89.4%とな

っており、次いで、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）（2.1%）」、「主な介護

者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）（1.6%）」となっています。 
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（８）本人が抱えている傷病 

「認知症」の割合が最も高く 41.7%となっており。次いで、「脳血管疾患（脳卒

中）（20.4%）」、「糖尿病（19.0%）」となっています。 
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（９）在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス (複数回答) 

「特になし」の割合が最も高く 48.1%となっており、次いで、「外出同行（通院、

買い物など）（17.6%）」、「見守り、声かけ（13.0%）」となっています。 

 

 

（10）主な介護者の勤務形態 

「働いていない」の割合が最も高く 37.8%となっており、次いで、「フルタイム

勤務（35.6%）」、「パートタイム勤務（19.7%）」となり、55%以上の方が働きながら

主な介護者として介護をしているという結果になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.6% 19.7% 37.8% 

2.1% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

合計 (n=188) 

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答 



- 64 - 

 

（11）主な介護者の働き方の調整の状況 (複数回答) 

「特に行っていない」の割合が最も高く 51.3%となっており、次いで、「介護の

ために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しな

がら、働いている（23.9%）」、「介護のために、2～4 以外の調整をしながら、働い

ている（13.3%）」となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.3% 

23.9% 

12.4% 

1.8% 

13.3% 

3.5% 

5.3% 

0% 20% 40% 60% 

１ 特に行っていない 

２ 介護のために、「労働時間を調整（残業免除、 

短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが 

ら、働いている 

３ 介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」 

を取りながら、働いている 

４ 介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、 

働いている 

５ 介護のために、 2～4 以外の調整をしながら、 

働いている 

６ わからない 

無回答 

合計 ( n=113) 
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（12）就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援(複数回答) 

 「特にない」の割合が最も高く 31.9%となっており、次いで、「自営業・フリー

ランス等のため、勤め先はない（19.5%）」、「介護休業・介護休暇等の制度の充実

（15.9%）」となっています。 

 
 

（13）主な介護者の勤労継続の可否に係る意識 

「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が最も高く 46.9%となっており、

次いで、「問題なく、続けていける（27.4%）」、「続けていくのは、やや難しい（7.1%）」

となっています。 

 
 

 

27.4% 46.9% 7.1% 

5.3% 

1.8% 

11.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

合計 (n=113) 

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける 

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい 

わからない 無回答 
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（14）今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 (複数回答) 

「認知症状への対応」の割合が最も高く 26.2%となっており、次いで、「外出の

付き添い、送迎等（15.5%）」、「夜間の排泄（14.4%）」となっています。 

 

 

【まとめ】 

第９期介護保険事業計画の策定にあたり、これまでの「地域包括ケアシステムの

構築」から「地域包括ケアシステムの深化・推進」を進め「高齢者等の適切な在宅

生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方

を検討し、集計結果を分析することで以下の課題が見えてきました。 

 今回の調査結果から、60.6％が家族等からの介護を「ほぼ毎日」受けていました。

また、主な介護者の年齢が 60代以上で 69.7％となっています。このことから、要

介護者が家族や親族からの介護を受けたいとしても、その実態が「老老介護」や「認

認介護」であるという問題も推測されます。 

 主な介護者の働き方の調整の状況では、23.9％の方が「介護のために、労働時間

を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）しながら、働いている」

と回答しています。こうした方々の介護負担を軽減するためにも、職場において介

護と勤務の両立のための制度の普及が必要であると考えられます。 
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任期：令和 5年 11 月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 区  分 氏  名 職 名 等 

１ 民生委員代表 美 舩  智 代 民生委員 

２ 社会福祉協議会理事代表 松 原  厚 子 社会福祉協議会理事 

３ 各種団体代表 水 野   彰 高齢者クラブ連合会会長 

４ 介護者代表 川 口  一 枝  

５ 指定介護サービス事業者 今 田  悌 雅 ル・サンテリオン東郷施設長 

６ 医師 須 江  秀 一 ル・サンテリオン東郷医師 

７ 医師 南 場  美 弥 あだち歯科医院院長 

８ 県福祉保健関係職員 吉 田   慧 
中部総合事務所倉吉保健所 

医薬・感染症対策課課長補佐 

９ 県福祉保健関係職員 舟木  真佐人 
中部総合事務所県民福祉局 

共生社会推進課主事 

10 介護サービス従事者 小泉  さおり 
グループホーム信生ゆりはま

の里管理者 

11 公募による者 西 山  賢 一  

12 公募による者 石 川  達 之  

13 湯梨浜町 吉 川  寿 明 副町長 

 

事 務 局 

西 田  貴 頼 
長寿福祉課長兼地域包括支援

センター所長 

足 立  祐 子 長寿福祉課課長補佐 

山 根  邦 代 長寿福祉課係長 

松 尾  愛 子 地域包括支援センター副主幹 

田 中  理 美 
地域包括支援センター副主幹兼

主任介護支援専門員 

安 藤     彩 
地域包括支援センター社会福

祉士 

 

湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画推進委員会委員名簿 



資料　４

　　　第9期介護保険料（案）について

第8期　他市町の介護保険料

保険料段階
最高段階の
所得区分

最高段階
の率

最高段階の
保険料

倉吉市 76,700円 15 800万円以上 2.6 199,400円
北栄町 69,100円 12 1000万円以上 2.4 165,800円
琴浦町 68,400円 12 820万円以上 2.3 157,320円
三朝町 80,400円 9 320万円以上 1.7 136,680円
湯梨浜町 74,400円 10 500万円以上 1.8 133,900円

第9期　介護保険料（案） 

保険料段階
最高段階の
所得区分

最高段階
の率

最高段階の
保険料

8期との差

湯梨浜町 80,900円 15 1000万円以上 2.7 218,400円 84,500円

【修正案】

保険料段階
最高段階の
所得区分

最高段階
の率

最高段階の
保険料

8期との差

案１ 湯梨浜町 80,900円 13 720万円以上 2.4 194,100円 60,200円

案２ 湯梨浜町 80,900円 14 820万円以上 2.5 202,200円 68,300円

案３ 湯梨浜町 80,900円 15 1000万円以上 2.6 210,300円 76,400円

基準額

基準額

基準額



第１号被保険者保険料の比較 保険料段階：15段階（弾力化）

保険料率：14～15段階独自設定

【第８期】 【第９期】
(  ＋540円)
(＋6,500円)

保険料率
保険料

（年額）
保険料率

保険料
（年額）

比較 改定率

基準額×0.5 37,200円

基準額×
0.455 36,800円 -400円 98.9%

80万円以下
軽減後
（0.3）

22,400円
80万円以下

軽減後
（0.285）

23,000円 600円 102.7%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.685 55,400円 -400円 99.3%

軽減後
（0.5）

37,200円 軽減後
（0.485）

39,200円 2,000円 105.4%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.69 55,800円 0円 100.0%

軽減後
（0.7）

52,100円 軽減後
（0.685）

55,400円 3,300円 106.3%

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 66,900円 第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円 5,900円 108.8%

第５段階 80万円超 基準額 74,400円 第５段階 80万円超 基準額 80,900円 6,500円 108.7%

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 89,200円 第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円 7,800円 108.7%

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 96,700円 第７段階
120万円以上
210万円未満 基準額×1.3 105,100円 8,400円 108.7%

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 111,600円 第８段階
210万円以上
320万円未満 基準額×1.5 121,300円 9,700円 108.7%

第９段階
320万円以上
500万円未満

基準額×1.7 126,400円 第９段階
320万円以上
420万円未満 基準額×1.7 137,500円 11,100円 108.8%

第10段階 500万円以上 基準額×1.8 133,900円 第10段階
本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

420万円以上
520万円未満 基準額×1.9 153,700円 27,300円 114.8%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  第11段階
520万円以上
620万円未満 基準額×2.1 169,800円 35,900円 126.8%

第12段階
620万円以上
720万円未満 基準額×2.3 186,000円 52,100円 138.9%

第13段階
720万円以上
820万円未満 基準額×2.4 194,100円 60,200円 145.0%

独自設定 第14段階
820万円以上
1000万円未満

基準額×
2.5

202,200円 68,300円 151.0%

独自設定 第15段階 1000万円以上
基準額×

2.7
218,400円 84,500円 163.1%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  

第３段階 120万円超

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

第２段階
80万円超
120万円以下

第２段階
80万円超
120万円以下

第３段階 120万円超

基準額（月額）： 6,200円
基準額（年額）：74,400円

基準額（月額）： 6,740円
基準額（年額）：80,900円

保険料段階 保険料段階

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

15段階 

（前回の資料） 



第１号被保険者保険料の比較 保険料段階：13段階（国基準）

保険料率：国基準

【第８期】 【第９期】
(  ＋540円)
(＋6,500円)

保険料率
保険料

（年額）
保険料率

保険料
（年額）

比較 改定率

基準額×0.5 37,200円

基準額×
0.455 36,800円 -400円 98.9%

80万円以下
軽減後
（0.3）

22,400円
80万円以下

軽減後
（0.285）

23,000円 600円 102.7%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.685 55,400円 -400円 99.3%

軽減後
（0.5）

37,200円 軽減後
（0.485）

39,200円 2,000円 105.4%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.69 55,800円 0円 100.0%

軽減後
（0.7）

52,100円 軽減後
（0.685）

55,400円 3,300円 106.3%

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 66,900円 第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円 5,900円 108.8%

第５段階 80万円超 基準額 74,400円 第５段階 80万円超 基準額 80,900円 6,500円 108.7%

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 89,200円 第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円 7,800円 108.7%

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 96,700円 第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 105,100円 8,400円 108.7%

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 111,600円 第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 121,300円 9,700円 108.7%

第９段階
320万円以上
500万円未満

基準額×1.7 126,400円 第９段階
320万円以上
420万円未満

基準額×1.7 137,500円 11,100円 108.8%

第10段階 500万円以上 基準額×1.8 133,900円 第10段階
本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

420万円以上
520万円未満

基準額×1.9 153,700円 27,300円 114.8%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  第11段階
520万円以上
620万円未満

基準額×2.1 169,800円 35,900円 126.8%

第12段階
620万円以上
720万円未満

基準額×2.3 186,000円 52,100円 138.9%

第13段階 720万円以上 基準額×2.4 194,100円 60,200円 145.0%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  

基準額（月額）： 6,200円
基準額（年額）：74,400円

基準額（月額）： 6,740円
基準額（年額）：80,900円

保険料段階 保険料段階

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

第２段階
80万円超
120万円以下

第２段階
80万円超
120万円以下

第３段階 120万円超 第３段階 120万円超

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

  案 １ 



第１号被保険者保険料の比較 保険料段階：14段階（弾力化）

保険料率：14段階独自設定

【第８期】 【第９期】
(  ＋540円)
(＋6,500円)

保険料率
保険料

（年額）
保険料率

保険料
（年額）

比較 改定率

基準額×0.5 37,200円

基準額×
0.455 36,800円 -400円 98.9%

80万円以下
軽減後
（0.3）

22,400円
80万円以下

軽減後
（0.285）

23,000円 600円 102.7%

基準額×0.75 55,800円

基準額×
0.685 55,400円 -400円 99.3%

軽減後
（0.5）

37,200円 軽減後
（0.485）

39,200円 2,000円 105.4%

基準額×0.75 55,800円

基準額×
0.69 55,800円 0円 100.0%

軽減後
（0.7）

52,100円 軽減後
（0.685）

55,400円 3,300円 106.3%

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 66,900円 第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円 5,900円 108.8%

第５段階 80万円超 基準額 74,400円 第５段階 80万円超 基準額 80,900円 6,500円 108.7%

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 89,200円 第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円 7,800円 108.7%

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 96,700円 第７段階
120万円以上
210万円未満 基準額×1.3 105,100円 8,400円 108.7%

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 111,600円 第８段階
210万円以上
320万円未満 基準額×1.5 121,300円 9,700円 108.7%

第９段階
320万円以上
500万円未満

基準額×1.7 126,400円 第９段階
320万円以上
420万円未満 基準額×1.7 137,500円 11,100円 108.8%

第10段階 500万円以上 基準額×1.8 133,900円 第10段階
本人が町
民税課税

前年の合計
所得金額

420万円以上
520万円未満 基準額×1.9 153,700円 27,300円 114.8%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  第11段階
520万円以上
620万円未満 基準額×2.1 169,800円 35,900円 126.8%

第12段階
620万円以上
720万円未満 基準額×2.3 186,000円 52,100円 138.9%

第13段階
720万円以上
820万円未満 基準額×2.4 194,100円 60,200円 145.0%

独自設定 第14段階 820万円以上
基準額×

2.5
202,200円 68,300円 151.0%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  

基準額（月額）： 6,200円
基準額（年額）：74,400円

基準額（月額）： 6,740円
基準額（年額）：80,900円

保険料段階 保険料段階

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

課税年金収
入額と前年
の合計所得
金額の合計

課税年金収
入額と前年
の合計所得
金額の合計

第２段階
80万円超
120万円以下

第２段階
80万円超
120万円以下

第３段階 120万円超 第３段階 120万円超

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税課税

前年の合計
所得金額

  案 ２ 



第１号被保険者保険料の比較 保険料段階：15段階（弾力化）

保険料率：14～15段階独自設定

【第８期】 【第９期】
(  ＋540円)
(＋6,500円)

保険料率
保険料

（年額）
保険料率

保険料
（年額）

比較 改定率

基準額×0.5 37,200円

基準額×
0.455 36,800円 -400円 98.9%

80万円以下
軽減後
（0.3）

22,400円
80万円以下

軽減後
（0.285）

23,000円 600円 102.7%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.685 55,400円 -400円 99.3%

軽減後
（0.5）

37,200円 軽減後
（0.485）

39,200円 2,000円 105.4%

基準額×
0.75 55,800円

基準額×
0.69 55,800円 0円 100.0%

軽減後
（0.7）

52,100円 軽減後
（0.685）

55,400円 3,300円 106.3%

第４段階 80万円以下 基準額×0.9 66,900円 第４段階 80万円以下 基準額×0.9 72,800円 5,900円 108.8%

第５段階 80万円超 基準額 74,400円 第５段階 80万円超 基準額 80,900円 6,500円 108.7%

第６段階 120万円未満 基準額×1.2 89,200円 第６段階 120万円未満 基準額×1.2 97,000円 7,800円 108.7%

第７段階
120万円以上
210万円未満

基準額×1.3 96,700円 第７段階
120万円以上
210万円未満 基準額×1.3 105,100円 8,400円 108.7%

第８段階
210万円以上
320万円未満

基準額×1.5 111,600円 第８段階
210万円以上
320万円未満 基準額×1.5 121,300円 9,700円 108.7%

第９段階
320万円以上
500万円未満

基準額×1.7 126,400円 第９段階
320万円以上
420万円未満 基準額×1.7 137,500円 11,100円 108.8%

第10段階 500万円以上 基準額×1.8 133,900円 第10段階
本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

420万円以上
520万円未満 基準額×1.9 153,700円 27,300円 114.8%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  第11段階
520万円以上
620万円未満 基準額×2.1 169,800円 35,900円 126.8%

第12段階
620万円以上
720万円未満 基準額×2.3 186,000円 52,100円 138.9%

第13段階
720万円以上
820万円未満 基準額×2.4 194,100円 60,200円 145.0%

独自設定 第14段階
820万円以上
1000万円未満

基準額×
2.5

202,200円 68,300円 151.0%

独自設定 第15段階 1000万円以上
基準額×

2.6
210,300円 76,400円 157.1%

※各段階の保険料＝基準額（年額）×保険料率（100円未満の端数切捨て）  

基準額（月額）： 6,200円
基準額（年額）：74,400円

基準額（月額）： 6,740円
基準額（年額）：80,900円

保険料段階 保険料段階

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

第１段階

本人及び
世帯全員
が町民税
非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

課税年金
収入額と
前年の合
計所得金
額の合計

第２段階
80万円超
120万円以下

第２段階
80万円超
120万円以下

第３段階 120万円超 第３段階 120万円超

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税非課
税

本人が町
民税課税

前年の合
計所得金
額

  案 ３ 


